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　TAINS だより夏号をお届けします。
　今年は、新型コロナウイルスの影響もやや落ち着き、
ウイズコロナの中、少しずつではありますが経済活動も
正常化の方向に進んでおります。
　TAINS も TAINS6.1 にバージョンアップ後、皆様の
業務に役立つように改修を重ねております。また、
TAINS 研修も全国各地で予定されております。税理士
新規登録者に対する６か月無料施策などの新しい施策も
皆様方に周知していければと考えております。ぜひ一人
でも多くの方に、ご利用していただければ幸いです。
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本件各借入れを、本件被相続人及び Q 社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将
来発生することが予想される本件被相続人の相続に
おいて X らの相続税の負担を減じ又は免れさせる
ものであることを知り、かつ、それを期待して、あ
えてそれらを企画して実行した」（下線、筆者）と
認定している。
　以上の事実を踏まえ、地裁は、次のように結論付
けている。
……本件相続における本件各不動産については、評
価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本
件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税
者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著
しく害することが明らかというべきであり、評価通
達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の
適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと
……に照らせば、本件各不動産の相続税法２２条に
規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認めら
れる。［下線、筆者］
　このように、地裁は、X らの請求を退け、本件各
不動産の時価は、本件各鑑定評価額であると判示し
た。

Ⅳ　控訴審判決
　控訴審である東京高裁令和 2 年 6 月 24 日判決
（TAINS Z888‐2346）は、ほぼ原審である上記地
裁判決を引用して、X らの控訴を棄却した（内容は
省略）。

Ⅴ　最高裁判決
　高裁判決を不服として、X らが上告受理申立てを
したところ、最高裁は上告を受理した。さらに、最
高裁判所第三小法廷は、令和 4 年 3 月 15 日に弁論
を行ったため、大きな注目を集めた。
　このような経緯を経て示された最高裁令和 4 年 4
月 19 日判決（TAINS Z888‐2406）は、X らの上
告を棄却する判断を示した。
　以下、最高裁の判示を順にみていこう。

１　最高裁による本件事実の経緯に対する評価
　最高裁はまず、原審が適法に確定した事実関係
等の概要を挙げ、次のような評価を示している。    
　被相続人及び上告人らは、上記……の本件各不
動産の購入及びその購入資金の借入れ（以下、併
せて「本件購入・借入れ」という。）を、被相続人
及びその経営していた会社の事業承継の過程の一
つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将
来発生することが予想される被相続人からの相続
において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れ
させるものであることを知り、かつ、これを期待
して、あえて企画して実行したものである。
　本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相
続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円を超
えるものであった。［下線、筆者］

２　時価の評価方法
　次に最高裁は、時価の評価方法について、次のよ
うな解釈を示している。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法
22 条］における時価の評価方法を定めたものであ
るが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の
行使を指揮するために発した通達にすぎず、これ
が国民に対し直接の法的効力を有するというべき
根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税
価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得
の時における客観的な交換価値としての時価を上
回らない限り、同条に違反するものではなく、こ
のことは、当該価額が評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右され
ないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不産の客観的な交換価値としての時価である
と認められるというのであるから、これが本件
各通達評価額を上回るからといって、相続税法
２２条に違反するものということはできない。
［下線、筆者］

３　評価通達6の適用要件
　評価通達 6 の適用要件について、次のような解釈
を示している。



2 だより

2022.夏 No.231

財産評価基本通達６の適用をめぐる判断
＜思考プロセスで読み解く裁判例＞

　名城大学法学部教授　   伊川　正樹

ンプルなものです（注 2）。

 実例１０の「事案の概要」
（１）原告医療法人が運営する医院に常勤医師

として勤務していた被告に対する給与に
ついて、税務署から調査を受けた結果、①
原告が訴外Ｙ社（被告の妻が代表取締役
で薬品管理業務を月額６３万円で請負っ
た会社）に支払った請負代金月額６３万
円と、②原告が第三者から月額９万２００
０円で賃借した住宅を社宅として被告に
無償 で使用させていたその賃料相当の月
額９万２０００円と、がいずれも原告の
被告に対する給与であると認定し、これ
らをＹの本来の給与に加算したうえで給
与源泉徴収すべきであったのに、その上
乗せ分の徴収を怠っていたとして、過去
５年分の①源泉徴収本税の合計１３３５
万９４６８円及び②重加算税及び不納付
加算税の合計４１７万７０００円、それ
らの総合計１７５３万６４６８円の納税
告知処分を受けて（以下「本件追徴課税
処分」という。）、これを原告が給付した。

（２）その後、原告は被告に対し、追徴納付した
総合計１７５３万６４６８円を請求する
訴訟を提起した。

Ⓨ　被告（税務調査の直前に原告医療法人を退
職して個人で開業したそ）の関与税理士さん
からの依頼でした。飛び込み依頼のときの着
眼点は、次の [ 図１] を見て下さい。

 [ 図１] 着眼点の三つのポイント
(１) 課税に至る事情を詳しく聞く
(２) 課税庁に勇み足はないかを探す
(３) 何かおかしな課税じゃないかと動物的な
嗅覚をきかす

Ⅰ　はじめに　
　相続税法では、一定の財産（相税 23 等）を除き、
相続財産の評価方法は財産評価基本通達1（以下「評
価通達」という。）に定められている。同通達１（２）
は、時価の意義について次のように定めている。
　財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、
課税時期（相続、遺贈若しくは贈与により財産を
取得した日若しくは相続税法の規定により相続、
遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされ
た財産のその取得の日又は地価税法第 2 条《定義》
第 4 号に規定する課税時期をいう。以下同じ。）に
おいて、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多
数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常
成立すると認められる価額をいい、その価額は、
この通達の定めによって評価した価額による。［下
線、筆者］
　すなわち、評価通達に定める方法によって評価された
価額が、相続税法上「時価」2と扱われることとされている。
　一方、評価通達６は次のように定めている。
　この通達の定めによって評価することが著しく
不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の
指示を受けて評価する。［下線、筆者］
　これを前提として、相続財産の評価は、評価通達
が定める方法によることが原則であるが、著しく不
適当と認められる場合には、それとは異なる評価方
法によることが許容されている。このようなしくみ
から、一般に、評価通達 6は国税当局にとっての「伝
家の宝刀」と称されている3。
　しかし、評価通達 6の適用要件は、「著しく不適当」

という「二重の不確定概念」4 が用いられており、その
適用をめぐって多くの争いが起きている。そしてこの要
件は、従来の裁判例や裁決例では「特別の事情」が
存在するかどうかという形で争われている 。個々の例
では、被相続人が金融機関等から借入れをして不動
産を取得するという、いわば典型的な相続税対策がと
られるケースにおいて、当該相続財産の「時価」は、
評価通達が定める方法によって算定された価額（以下
「通達評価額」という。）と、それ以外の方法によって
算定された価額のいずれであるかが争われている。
　こうしたなか、本年（令和 4 年）4 月 19 日に、最
高裁判所がこの論点について初めての判断を示し
た。この判決は、相続財産の評価に関する評価通達
6 の適用という重要な論点であり、実務的にも大き
な影響を与え得るものとして大きな注目を集めてい
る。また、最高裁判所が判決を示す前に、弁論を開
いたことも話題を呼んだ5。
　本稿では、評価通達 6 の適用要件をどのように理
解すべきかということについて、同事案について下
級審判決及び最高裁判決を詳細に分析するととも
に、過去の裁判例等との比較において、本件の最高
裁判決の特徴や意義を検討し、今後の方向性につい
て検討してみたい。
　なお、本稿では、判決文や法令等を囲みで原文引
用し、要約や図などは網掛けの囲みで表記しながら、
判決の論理やその背景にあると考えられるロジック
を丁寧に読み解き、いわば思考プロセスをたどりな
がら判決の意義について検討するというスタイルを
とることとする。

1 昭和 39 年４月25日付け直資産 56・直審（資）17。
2 以下、本稿において、相続税法 22 条所定の時価を「時価」と表記する。
3 朝日新聞 2022 年３月14日夕刊９頁、朝日新聞 2022 年４月20日朝刊 33 頁、日本経済新聞 2022 年４月20日朝刊 37 頁参照。
4 参照、増田英敏「相続税法 22 条の『時価』と評価通達 6 項の解釈（上）」税務弘報 64 巻 10 号 71 頁（2016 年）、谷口智紀「財 
　産評価基本通達・総則６項の適用をめぐる問題」島大法学 61 巻３・４号 149 頁（2018 年）。
5 日本経済新聞 2022 年 3月16日朝刊 46 頁参照。

本件各借入れを、本件被相続人及び Q 社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将
来発生することが予想される本件被相続人の相続に
おいて X らの相続税の負担を減じ又は免れさせる
ものであることを知り、かつ、それを期待して、あ
えてそれらを企画して実行した」（下線、筆者）と
認定している。
　以上の事実を踏まえ、地裁は、次のように結論付
けている。
……本件相続における本件各不動産については、評
価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本
件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税
者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著
しく害することが明らかというべきであり、評価通
達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の
適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと
……に照らせば、本件各不動産の相続税法２２条に
規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認めら
れる。［下線、筆者］
　このように、地裁は、X らの請求を退け、本件各
不動産の時価は、本件各鑑定評価額であると判示し
た。

Ⅳ　控訴審判決
　控訴審である東京高裁令和 2 年 6 月 24 日判決
（TAINS Z888‐2346）は、ほぼ原審である上記地
裁判決を引用して、X らの控訴を棄却した（内容は
省略）。

Ⅴ　最高裁判決
　高裁判決を不服として、X らが上告受理申立てを
したところ、最高裁は上告を受理した。さらに、最
高裁判所第三小法廷は、令和 4 年 3 月 15 日に弁論
を行ったため、大きな注目を集めた。
　このような経緯を経て示された最高裁令和 4 年 4
月 19 日判決（TAINS Z888‐2406）は、X らの上
告を棄却する判断を示した。
　以下、最高裁の判示を順にみていこう。

１　最高裁による本件事実の経緯に対する評価
　最高裁はまず、原審が適法に確定した事実関係
等の概要を挙げ、次のような評価を示している。    
　被相続人及び上告人らは、上記……の本件各不
動産の購入及びその購入資金の借入れ（以下、併
せて「本件購入・借入れ」という。）を、被相続人
及びその経営していた会社の事業承継の過程の一
つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将
来発生することが予想される被相続人からの相続
において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れ
させるものであることを知り、かつ、これを期待
して、あえて企画して実行したものである。
　本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相
続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円を超
えるものであった。［下線、筆者］

２　時価の評価方法
　次に最高裁は、時価の評価方法について、次のよ
うな解釈を示している。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法
22 条］における時価の評価方法を定めたものであ
るが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の
行使を指揮するために発した通達にすぎず、これ
が国民に対し直接の法的効力を有するというべき
根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税
価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得
の時における客観的な交換価値としての時価を上
回らない限り、同条に違反するものではなく、こ
のことは、当該価額が評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右され
ないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不産の客観的な交換価値としての時価である
と認められるというのであるから、これが本件
各通達評価額を上回るからといって、相続税法
２２条に違反するものということはできない。
［下線、筆者］

３　評価通達6の適用要件
　評価通達 6 の適用要件について、次のような解釈
を示している。
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Ⓜ　[ 図１ ] の（１）のどんな事情が聞き出せ
ましたか？

Ⓨ①　平成２１年５月、原告の院長に被告が
「税金が高くて手取りが少い、何とかなり
ませんかね～」ともらしたのに対し、院
長が「従前の君の給料（月額１６０万円）
を（６０万円）削って、その分を、奥さ
んを代表者とする会社を設立して、同社
が薬品の管理業務を請負ったことにしそ
の請負代金として支払うスキームを作れ
ば、削った源泉所得税見合い分が節税で
きるよ」と助言し、それが実行され設立
されたのがＹ会社で、その社長となった
奥さんは被告とは別居中で当該請負義務
を全くしておらず、出勤すらしていなかっ
たこと

　②　月額６０万円分の源泉所得税見合い分
をどうするかについては、そのスキーム
が開始された平成２１年５月の時点でも、
被告が退職して独立開業した平成２５年
１０月の時点でも、その後の時点でも、
その源泉所得税見合い分を被告が負担す
る旨の合意はなく、原告の税務調査が始
まって原告が平成２６年５月に本件追徴
課税を受けその納付を済ませてた後に
なって、初めて、納付額総合計分を原告
が被告に対して請求したこと

　③　そして、原告の関与税理士から強く言
われて、被告が１００万円を２回（２か月）
払ったところで、被告の開業後の税理士
さんから私に依頼があってその支払いを
しなくなったこと

Ⓜ　エッ！何か危険だらけの臭いがしますね
～。課税庁による本件追徴課税処分自体
には全く問題はなさそうですね？

Ⓨ　正に「官と民との関係」では、そのとお
りです。その「官と民との関係」が、当然に、
「民と民との関係」すなわち「源泉徴収義
務者と受領者との関係」にも当てはまる
のかという点が気になりました。

　　というのは、この「官と民との関係」と「民
と民との関係」は、直接の関係は切断され、
それぞれの関係が別箇に存在するという
見解で最高裁判例・通説が統一されてい
ることがヒラメイたからです。

Ⓜ　[ 図１] の「(２ ) 課税庁に勇み足があった」
事案ではないが、「原告及びその税理士に
（当然当てはまると誤解した）勇み足が

あった」事案ではないか、という着眼で
すね。

　そこで、山本先生は、どんな作戦を立てま
したか？

Ⓨ　私は、作戦の立て方には三つのポイント
があると思っています。[ 図２ ] を見て下
さい。

 [ 図２] 作戦の立て方の三つのポイント
(１ ) 基本原理編（「法律上の主張」の三つのポ
イント、「事実上の主張と立証」の四つの
ポイント、を各参照）のどこに主戦場を
置く事案かを選択する

(２)その主戦場に関する学説・判例を読み返す
(３) 本件へのあてはめ、を考える
　本件で［図２］の（１）の主戦場を、上記
の最高裁判例・通説の法解釈に置くこと
を選択しました。

Ⓜ　最高裁判例というのは、最判昭和４５年
１２月２４日民集２４巻１３号２２４３
頁のことですね？

Ⓨ　はい。
Ⓜ　[ 図２] の「（２）その主戦場に関する学説・
判例を読み返し」た結果何か分りました
か？

Ⓨ　まず第一に、上記ヒラメキの最高裁判例。
通説の統一見解があることです。

　　第二に、給与等受給者は、（直接、国に対
しては、源泉徴収義務の存否及び範囲に
ついて争うことができず）給与等支払者
から納付した源泉所得税等について求償
権の行使を受けたときに、源泉徴収義務
の存否及び範囲について（民々同士で）
争うことができると解釈されていること
（通説でもあります。）

Ⓜ　この第一及び第二の法解釈から、具体的
にどのように「（３）本件へのあてはめ」
へと展開して行ったのですか？

Ⓨ　先ず、第一に、いきなり、学術論文のよ
本「、とものし出見のと」点争の件本「にう

件の争点は、源泉所得税の求償関係にお
いて、給与支払義務者が国に源泉所得税
分を追加納付したときに、当然に（自動
的に）給与受給者に対する求償権が発生
することとなるかどうかにある」と述べ、
次に、第二に「判例学説」を長々と説明し、
さらに第三「本件への当てはめ」として、
「原告には、追徴納税をしたことから直ち

Ⅱ　事案の概要
１　事実の概要
（１）本件相続等
　本件被相続人が平成 24 年 6 月 17 日に 94 歳で死
亡したことにより、本件相続が開始した。本件被相
続人の法定相続人は、次の図のとおりであった。

　本件共同相続人は、本件被相続人の平成 21 年 10
月 16 日付公正証書に係る遺言及び本件共同相続人
の間で平成24年10月17日に行った遺産分割に従っ
て、本件相続に係る相続財産を取得した。
　Q 社は、不動産の売買、賃貸借及び管理等を目的
とする株式会社であり、本件被相続人が代表取締役
を務めていたが、平成21年6月26日に辞任し、同日、
X2が代表取締役に就任した。
　本件相続に係る相続財産は、次の図の通りであった。

（２）本件借入れ
　本件被相続人は、本件各不動産の購入にあたり、
次のような借入れを行って資金調達をしていた。

　なお、上記の U 信託銀行からの借入れについて、
同銀行が作成した貸出稟議書には、「相続対策のた
めの不動産購入を計画。」などの記載がある。
（３）本件申告と更正処分
　Xらは、平成25年3月11日、本件申告を行ったが、
本件各不動産については、評価通達の定める方法に
よってそれぞれ評価した（以下「本件各通達評価額」

    

 
         本件被相続人            妻 W

（H24.6.17 死亡：94 歳）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本件共同相続人

　長女X1　長男X2　次男P　養子X3　　   X1、X2、X3＝「Xら」
             　　　　　　　　 （Pの長男）
                      （H20.8.19に養子縁組）

本件甲土地

本件甲建物

本件乙土地

本件乙建物

本件甲不動産

所在地・種類 購入日・価格 売却日・価格

H21.1.30

8億3,700万円

H21.12.25

5億5,000万円

H25.3.7

5億1,500万円
本件乙不動産

本件甲不動産

本件乙不動産

本件各不動産
すべてX3が取得

神奈川県川崎市
共同住宅 39戸

東京都杉並区
共同住宅 44戸・
保育園 1戸

借入金額（合計）
6億3,000万円

4億2,500万円

借入日
H21.1.30

H21.12.21

　借入先・内訳
U信託銀行から全額
妻Wから4,700万円
U信託銀行から3億7,800万円

という。）。
　これに対して、札幌国税局長は、平成 28 年 2 月
17 日付で、国税庁長官に対し、本件各不動産につ
いて評価通達 6 を適用し評価通達の定める評価方法
によらずに他の合理的な評価方法によって評価する
こととしたい旨を上申し、国税庁長官は、同年 3 月
10 日付けで、同局長に対し、「貴見のとおり取り扱
うこととされたい」との指示をした。
　これを踏まえ、処分行政庁は、本件各不動産の価
額は評価通達の定めによって評価することが著しく
不適当と認められるとして、不動産鑑定士による鑑
定評価額（以下「本件各鑑定評価額」という。）に
基づいて、本件各更正処分をした。
　これらをまとめると、次の図のとおりである。

　X らが、本件各更正処分を不服として、審査請求
を経て争ったのが本件である。

２　争点
　本件相続開始時における本件各不動産の時価を算
定するにあたり、評価通達 6 の適用が認められるた
めの「特別の事情」が認められるかどうか。

３　当事者の主張
　両当事者の主張は、概要、次のとおりである。
（１）Xらの主張

●　評価通達 6 の趣旨に照らせば、「特別の事情」　
　とは、災害等、対象財産の時価評価に影響を及
　ぼす客観的事情の発生に限られなければならな
　い。
●　納税者等の節税目的や租税回避目的といった主
　観的要素又は相続開始前後の一連の行為は、特
　別の事情には当たらない。
●　本件各不動産の時価は、本件通達評価額とすべ
　き。

本件甲不動産
本件乙不動産
課税価格の合計額
　相続税額
　

　Xらの主張
（本件各通達評価額）

処分行政庁の主張
（本件各鑑定評価額）

2 億 0,004 万 1,474 円
1 億 3,366 万 4,767 円
2,826 万 1,000 円
　　0円　

7 億 5,400 万円
5億 1,900 万円

8億 8,874 万 9,000 円
2億4,049万8,600円

本件各借入れを、本件被相続人及び Q 社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将
来発生することが予想される本件被相続人の相続に
おいて X らの相続税の負担を減じ又は免れさせる
ものであることを知り、かつ、それを期待して、あ
えてそれらを企画して実行した」（下線、筆者）と
認定している。
　以上の事実を踏まえ、地裁は、次のように結論付
けている。
……本件相続における本件各不動産については、評
価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本
件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税
者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著
しく害することが明らかというべきであり、評価通
達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の
適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと
……に照らせば、本件各不動産の相続税法２２条に
規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認めら
れる。［下線、筆者］
　このように、地裁は、X らの請求を退け、本件各
不動産の時価は、本件各鑑定評価額であると判示し
た。

Ⅳ　控訴審判決
　控訴審である東京高裁令和 2 年 6 月 24 日判決
（TAINS Z888‐2346）は、ほぼ原審である上記地
裁判決を引用して、X らの控訴を棄却した（内容は
省略）。

Ⅴ　最高裁判決
　高裁判決を不服として、X らが上告受理申立てを
したところ、最高裁は上告を受理した。さらに、最
高裁判所第三小法廷は、令和 4 年 3 月 15 日に弁論
を行ったため、大きな注目を集めた。
　このような経緯を経て示された最高裁令和 4 年 4
月 19 日判決（TAINS Z888‐2406）は、X らの上
告を棄却する判断を示した。
　以下、最高裁の判示を順にみていこう。

１　最高裁による本件事実の経緯に対する評価
　最高裁はまず、原審が適法に確定した事実関係
等の概要を挙げ、次のような評価を示している。    
　被相続人及び上告人らは、上記……の本件各不
動産の購入及びその購入資金の借入れ（以下、併
せて「本件購入・借入れ」という。）を、被相続人
及びその経営していた会社の事業承継の過程の一
つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将
来発生することが予想される被相続人からの相続
において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れ
させるものであることを知り、かつ、これを期待
して、あえて企画して実行したものである。
　本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相
続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円を超
えるものであった。［下線、筆者］

２　時価の評価方法
　次に最高裁は、時価の評価方法について、次のよ
うな解釈を示している。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法
22 条］における時価の評価方法を定めたものであ
るが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の
行使を指揮するために発した通達にすぎず、これ
が国民に対し直接の法的効力を有するというべき
根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税
価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得
の時における客観的な交換価値としての時価を上
回らない限り、同条に違反するものではなく、こ
のことは、当該価額が評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右され
ないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不産の客観的な交換価値としての時価である
と認められるというのであるから、これが本件
各通達評価額を上回るからといって、相続税法
２２条に違反するものということはできない。
［下線、筆者］

３　評価通達6の適用要件
　評価通達 6 の適用要件について、次のような解釈
を示している。
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にその分を給与受給者に請求できる権利
が発生するわけではないこと、すなわち
その分を給与受給者が負担する旨の民民
同士の合意が成立していなければ請求す
る権利は発生しないこと」を展開しまし
た。

Ⓜ　学者の論文ばりの論旨展開ですねー
Ⓨ　はい、「こちらの訴訟代理人は、ただ者じゃ
ないようだなー、学者みたいに判例学説
に詳しいんだなぁー」と相手訴訟代理人
にしょっぱなでかましてビビらせ、ひい
ては担当裁判官にもかませるんです。出
会い頭（がしら）の犬のケンカのように！

Ⓜ　戦いの現場は「出会い頭の犬のケンカの
ようにあれ！」というのが山本流なんで
すね～

　　他に、事実認定の点ではどんな作戦を立
てましたか？

Ⓨ　給与支払者と給与受給者との間にどちら
か負担する旨の合意があったかの事実認
定について、「間接事実の主張及び立証、
立証責任の分配等」の展開をしました。

Ⓜ　ここで、「間接事実の主張及びその立証、
立証責任の分配等」とは何かの一般論を
読者に紹介して下さい。

Ⓨ　事実認定については、民事訴訟法との関
係で、次の [ 図３ ] のとおり四つのポイン
トがあります。

　[ 図３] 事実上の主張と立証の四つのポイン
ト

（１）主要事実と間接事実
　（直接証拠）と（間接証拠）
（２）人証と書証
（３）立証責任の分配
（４）本証と反証
　　　この四つのうちの（１）がとくに大事
なところです。

Ⓜ　まず「主要事実」とは、課税要件・非課
税要件に直接該当する事実ですね、これ
に対し「間接事実」とは、複数の間接事
実を積み重ねると主要事実を推認できる
事実ですね。

Ⓨ　はい。次にその主要事実にズバリ該当す
る証拠を「直接証拠」と呼びますね（例
えば、贈与税課税に関して「贈与契約書
の存在」などです。）。

　　　これに対し、その間接事実に該当する

証拠を「間接証拠」と呼びますね（例えば、
贈与課税の主要事実のうちの金銭交付に
ついて、ある日に父の口座から５００万
円出金され同日に長男の口座へ同額入金
されているとか、主要事実のうちの返済
約定の有無について、毎月１０万円ずつ
返済する旨の借用書があるが毎月１０万
円の移動が口座にないとか。なお、これ
らの間接証拠を、刑事訴訟では「情況証拠」
と呼んでいます。）。直接証拠がない場合
のポイントは、次のとおりです。

　

Ⓜ　この「間接証拠により複数の間接事実を認
定し、そこから主要事実を推認して行く」
作業は、実戦ではとっても大事なことです
よねー。

Ⓨ　はい。税務調査の現場で税務職員は、よく
「領収書がないから認められません」と言
いますが、私は、立会現場で、「それは『直
接証拠がない』と言ってるだけで、これこ
れの間接証拠があってそこからこれこれの
間接事実が認定でき、これら各間接事実を
総合すれば、主要事実の推認ができていま
すよ、直接証拠による認定と間接証拠によ
る認定とがあることを知らないのです
か？」と反論することにしています。

Ⓜ　大学のゼミみたいなことを、闘いの現場で
ふっかけているのですねー。いやな税理士
立会ですねー。

　　さて、本件に戻って、合意があったかの事
実認定について、どのような主張をしまし
たか？

Ⓨ　本書３頁の「次の事情が聞き出せました」
のところで記載した、①の事実、②の事実を
各主張し、これらの事実について間接証
拠（被告の陳述書や証言等）で各立証し、

提としているものと考えられることに照らせば、
特定の納税者あるいは特定の財産についてのみ、
評価通達の定める評価方法以外の評価方法によっ
てその価額を評価することは、原則として許され
ないものというべきである。［下線、筆者］
　さらに続けて、評価通達 6 の適用が許容される場
面については、次のような解釈を示している。
しかし、他方、評価通達の定める評価方法によって
は適正な時価を適切に算定することができないな
ど、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納
税者に係る全ての財産の価額の評価において用いる
という形式的な平等を貫くことによって、かえって
租税負担の実質的な公平を著しく害することが明ら
かである特別の事情（評価通達６参照）がある場合
には、他の合理的な方法によって評価することが許
されるものと解すべきである。［下線、筆者］
　このように、地裁は、財産評価については、原則
として評価通達の定める評価方法によることによっ
て「租税負担の実質的な公平を実現することができ
る」としながらも、そうした形式的平等を貫くこと
によって、かえって実質的公平を著しく害すること
が明らかである「特別の事情」がある場合には、別
の評価方法によることが許されると解している。
　ここで注意が必要なのは、評価通達に基づく財産
評価が適切なものとして認められるのは、「評価通
達の定める評価方法が適正な時価を算定する方法と
して一般的な合理性を有する場合」であるというこ
とである。つまり、地裁は、評価通達の定める評価
方法が一般的な合理性を有することが、評価通達の
定める方法による評価が「時価」として一般的妥当
性を有する前提条件と理解しているのである。

２　本件各不動産に「特別の事情」が認められるか
　地裁は、本件各不動産の評価額等について、次の
ように比較している。

（２）国側の主張
●　本件各不動産の評価には「特別の事情」がある
　 ため、本件鑑定評価額によるべき。
 　●　本件各通達評価額と本件各不動産の時価との 
　　間に著しい乖離があること。
    ●　　A 及び X らによる本件各不動産の取得及び当
　　該取得に伴う資金借入れ等の一連の行為は、　
　　専ら相続対策を目的とするものであったこと。

Ⅲ　第一審判決
１　評価通達による評価の意義
　第一審の東京地裁令和元年 8 月 27 日判決
（TAINS Z269‐13304）は、まず、相続税法 22 条
における「時価」とは、「当該財産の客観的な交換
価値」としている。そして、その評価については、「課
税実務においては、評価通達において財産の価額の
評価に関する一般的な基準を定めて、画一的な評価
方法によって相続等により取得した財産の価額を評
価する」という方法が一般的に行われていることを
確認している。
　こうした課税実務について、地裁は、次のように
述べている。
このような課税実務は、評価通達の定める評価方法
が相続等により取得した財産の取得の時における適
正な時価を算定する方法として合理的なものである
と認められる限り、納税者間の公平、納税者の便宜、
効率的な徴税といった租税法律関係の確定に際して
求められる種々の要請を満たし、国民の納税義務の
適正な履行の確保（国税通則法１条、相続税法１条
参照）に資するものとして、相続税法２２条の規定
の許容するところであると解される。
　このような一般論に続けて、地裁は、評価通達の
定める評価方法によって財産を評価することについ
て、次のように述べている。
……評価対象の財産に適用される評価通達の定
める評価方法が適正な時価を算定する方法とし
て一般的な合理性を有する場合においては、評価
通達の定める評価方法が形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いられる
ことによって、基本的には、租税負担の実質的な
公平を実現することができるものと解されるので
あって、相続税法２２条の規定もいわゆる租税法
の基本原則の一つである租税平等主義を当然の前

本件甲不動産
（約26.53％） 8,300 万円高額　　

通達評価額と
鑑定評価額の差異

取引価格と
鑑定評価額の差異

本件乙不動産

通達評価額 ＜ 鑑定評価額 購入額は鑑定評価額より

●　購入額は鑑定評価額より
　 3,100 万円高額
●　相続開始後の売却価格     
　は鑑定評価額より 400 万      
　円安価

通達評価額 ＜ 鑑定評価額
（約 25.75％）

本件各借入れを、本件被相続人及び Q 社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将
来発生することが予想される本件被相続人の相続に
おいて X らの相続税の負担を減じ又は免れさせる
ものであることを知り、かつ、それを期待して、あ
えてそれらを企画して実行した」（下線、筆者）と
認定している。
　以上の事実を踏まえ、地裁は、次のように結論付
けている。
……本件相続における本件各不動産については、評
価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本
件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税
者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著
しく害することが明らかというべきであり、評価通
達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の
適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと
……に照らせば、本件各不動産の相続税法２２条に
規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認めら
れる。［下線、筆者］
　このように、地裁は、X らの請求を退け、本件各
不動産の時価は、本件各鑑定評価額であると判示し
た。

Ⅳ　控訴審判決
　控訴審である東京高裁令和 2 年 6 月 24 日判決
（TAINS Z888‐2346）は、ほぼ原審である上記地
裁判決を引用して、X らの控訴を棄却した（内容は
省略）。

Ⅴ　最高裁判決
　高裁判決を不服として、X らが上告受理申立てを
したところ、最高裁は上告を受理した。さらに、最
高裁判所第三小法廷は、令和 4 年 3 月 15 日に弁論
を行ったため、大きな注目を集めた。
　このような経緯を経て示された最高裁令和 4 年 4
月 19 日判決（TAINS Z888‐2406）は、X らの上
告を棄却する判断を示した。
　以下、最高裁の判示を順にみていこう。

１　最高裁による本件事実の経緯に対する評価
　最高裁はまず、原審が適法に確定した事実関係
等の概要を挙げ、次のような評価を示している。    
　被相続人及び上告人らは、上記……の本件各不
動産の購入及びその購入資金の借入れ（以下、併
せて「本件購入・借入れ」という。）を、被相続人
及びその経営していた会社の事業承継の過程の一
つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将
来発生することが予想される被相続人からの相続
において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れ
させるものであることを知り、かつ、これを期待
して、あえて企画して実行したものである。
　本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相
続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円を超
えるものであった。［下線、筆者］

２　時価の評価方法
　次に最高裁は、時価の評価方法について、次のよ
うな解釈を示している。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法
22 条］における時価の評価方法を定めたものであ
るが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の
行使を指揮するために発した通達にすぎず、これ
が国民に対し直接の法的効力を有するというべき
根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税
価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得
の時における客観的な交換価値としての時価を上
回らない限り、同条に違反するものではなく、こ
のことは、当該価額が評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右され
ないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不産の客観的な交換価値としての時価である
と認められるというのであるから、これが本件
各通達評価額を上回るからといって、相続税法
２２条に違反するものということはできない。
［下線、筆者］

３　評価通達6の適用要件
　評価通達 6 の適用要件について、次のような解釈
を示している。
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「被告が負担する旨の合意は成立していな
かった」と結論付けたのです。

Ⓜ　さて、山本さんの展開は判決ではどうな
りましたか？

Ⓨ　次のとおり、ほぼ全面的に認めてくれまし
た。

当裁判所の判断（判決文より。アンダーライン
は筆者加筆）

１　争点１（原告納付額について、被告に法律
上の原因のない利得があるか）及び争点
２ ( 原告と被告との間に、原告納付額を被
告が原告に支払う旨の合意があったか ) に
ついて

（１）源泉徴収による所得税の納税者は、支払
者であって受給者ではないから、法定の
納期限にこれを国に納付する義務を負い、
それを怠った場合に生ずる附帯税を負担
すべき者は、納税者（徴収義務者）たる
支払者自身であって、その附帯税相当額
を受給者に請求することはできないと解
されており（最高裁昭和４３年（オ）第
２５８号同４５年１２月２４日第一小法
廷裁決・民集２４巻１３号２２４３頁参
照）、これを本件について見ると、原告納
付額のうち、加算税分については、徴収
義務者であり納税者である原告は、受給
者である被告に請求することはできない
と解される。よって、加算税分については、
被告の不当利得となることはない。

（２）そこで、本税分について検討する。
　　　この点、受給者は、源泉徴収による所
得税を徴収されまたは期限後に納付した
支払者から、その税額に相当する金額に
支払を請求されたときは、自己において
源泉納税義務を負わないことまたはその
義務の範囲を争って、支払者の請求の全
部または一部を拒むことができるものと
解されているので（前掲最高裁判決参照）、
支払者である原告が原告納付額を国に納
付していたとしても、原告が直ちに、こ
れを受給者である被告に対して不当利得
として請求できるものではなく、その義
務の範囲は原告と被告の間の私法関係に
よって決せられるものと解される。

（３）事案の概要のほかに、以下の事実が認め
られる。

　 ア　まず、本件追徴課税処分の前に、原告
と被告のどちらが原告が納付することに

なる税額を負担するかについて、明確な
合意があったことを認めるに足りる証拠
はない。

　　　 原告は、このような場合には、不当利
得返還請求権に基づき、当然に原告から
被告に対する求償が認められると解して
いるようにも見える。しかしながら、原
告は、訴外Ｙ社との管理業務請負契約に
ついては、これが被告の給与から源泉徴
収される税額を減らすものであることを、
本件建物の賃貸借契約については、これ
が被告に居住の利益を与えるためのもの
であることを、いずれも了承し、容認し
て各契約を締結していたと考えられ、ま
た、処分の対象者であり、異議の申立て
ができる支払者と違って、受給者も源泉
納税義務の存否・範囲について争う余地
が残されるべきであるとする前掲最高裁
判決の趣旨からしても、明確な合意がな
いにもかかわらず、事前に受給者がいか
なる金額についても支払う旨の合意が成
立したと推認することはできないと考え
られる。そうであるとすると、原告と被
告の間に明確な合意がない場合には、当
然に、原告が被告に対し、原告納付額を
求償できる、あるいは、原告が被告に対
し求償できるとの合意が成立していたと
推認することはできないと解される。そ
して、明確な合意が認められない本件に
おいては、別途合意が成立した場合でな
ければ、原告は、被告に対し、求償する
ことはできないと解するべきである。

（４）以上からすると、その他原告の主張する
ところに鑑みても、原告納付額について、
原告が被告に対し不当利得返還請求をす
ることができると解することはできず、
また、本件支払合意も認められない以上、
原告の被告に対する、原告納付額につい
ての請求は認められない。

　こうした事実に加えて、地裁は、次のような点を
挙げて、本件各通達評価額が、本件相続開始時にお
ける本件各不動産の時価を示すこと、すなわち、評
価通達の定める評価方法が合理性を有することにつ
いては、「相応の疑義があるといわざるを得ない」
と述べている。
●　本件被相続人又は X の本件各不動産の売買につ
　き、市場価格と比較して特別に高額又は低額で
　売買が行われたことをうかがわせる事情等は見
　当たらないこと。
●　本件各鑑定評価額は、原価法による積算価格を
　 参考にとどめ、収益還元法による収益価格を標
　 準に求めたものであること。
●　不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づき   
　 算定する不動産の正常価格は、基本的に時価
　 を示すものと考えられること（地価公示法 2 
　 条参照）。
　そして、地裁は、本件各不動産が本件相続に係る
相続財産に含まれることとなった経緯等として、以
下の事実を認定している。
●　本件被相続人は、90 歳であった平成 21 年 1 月、
　 信託銀行から 6 億 3,000 万円を借り入れて本件
　 甲不動産を購入した。また、91 歳であった同年
　 12 月にも、同信託銀行から 3 億 7,800 万円、訴
　 外 W から 4,700 万円を借り入れて本件乙不動産
　を購入した。
●　本件各借入れ及び本件各不動産の購入がなけれ
　 ば、本件相続に係る課税価格は、6 億円を超え
　 るものであった。
●　それにもかかわらず、本件各借入れ及び本件各
　 不動産の購入がされたことにより、本件各通達
　 評価額と比較して、本件各借入金債務が多額と
　 なることにより、その差額が本件各不動産を除
　 く本件相続における財産の価額から控除される
　 ことにより、本件申告による課税価格は、2,826
　 万 1,000 円にとどまるものとされ、基礎控除に
　 より、本件相続に係る相続税は課されないこと
　 とされた。
　さらに、地裁は、本件各借入れに係る貸出稟議書
において、銀行担当者による「相続対策のため不動
産購入を計画。購入資金につき、借入の依頼があっ
たもの。」との記載があったという事実に基づき、「本
件被相続人及びXらは、本件各不動産の購入及び

本件各借入れを、本件被相続人及び Q 社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将
来発生することが予想される本件被相続人の相続に
おいて X らの相続税の負担を減じ又は免れさせる
ものであることを知り、かつ、それを期待して、あ
えてそれらを企画して実行した」（下線、筆者）と
認定している。
　以上の事実を踏まえ、地裁は、次のように結論付
けている。
……本件相続における本件各不動産については、評
価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本
件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税
者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著
しく害することが明らかというべきであり、評価通
達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の
適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと
……に照らせば、本件各不動産の相続税法２２条に
規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認めら
れる。［下線、筆者］
　このように、地裁は、X らの請求を退け、本件各
不動産の時価は、本件各鑑定評価額であると判示し
た。

Ⅳ　控訴審判決
　控訴審である東京高裁令和 2 年 6 月 24 日判決
（TAINS Z888‐2346）は、ほぼ原審である上記地
裁判決を引用して、X らの控訴を棄却した（内容は
省略）。

Ⅴ　最高裁判決
　高裁判決を不服として、X らが上告受理申立てを
したところ、最高裁は上告を受理した。さらに、最
高裁判所第三小法廷は、令和 4 年 3 月 15 日に弁論
を行ったため、大きな注目を集めた。
　このような経緯を経て示された最高裁令和 4 年 4
月 19 日判決（TAINS Z888‐2406）は、X らの上
告を棄却する判断を示した。
　以下、最高裁の判示を順にみていこう。

１　最高裁による本件事実の経緯に対する評価
　最高裁はまず、原審が適法に確定した事実関係
等の概要を挙げ、次のような評価を示している。    
　被相続人及び上告人らは、上記……の本件各不
動産の購入及びその購入資金の借入れ（以下、併
せて「本件購入・借入れ」という。）を、被相続人
及びその経営していた会社の事業承継の過程の一
つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将
来発生することが予想される被相続人からの相続
において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れ
させるものであることを知り、かつ、これを期待
して、あえて企画して実行したものである。
　本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相
続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円を超
えるものであった。［下線、筆者］

２　時価の評価方法
　次に最高裁は、時価の評価方法について、次のよ
うな解釈を示している。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法
22 条］における時価の評価方法を定めたものであ
るが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の
行使を指揮するために発した通達にすぎず、これ
が国民に対し直接の法的効力を有するというべき
根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税
価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得
の時における客観的な交換価値としての時価を上
回らない限り、同条に違反するものではなく、こ
のことは、当該価額が評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右され
ないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不産の客観的な交換価値としての時価である
と認められるというのであるから、これが本件
各通達評価額を上回るからといって、相続税法
２２条に違反するものということはできない。
［下線、筆者］

３　評価通達6の適用要件
　評価通達 6 の適用要件について、次のような解釈
を示している。
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本件各借入れを、本件被相続人及び Q 社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将
来発生することが予想される本件被相続人の相続に
おいて X らの相続税の負担を減じ又は免れさせる
ものであることを知り、かつ、それを期待して、あ
えてそれらを企画して実行した」（下線、筆者）と
認定している。
　以上の事実を踏まえ、地裁は、次のように結論付
けている。
……本件相続における本件各不動産については、評
価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本
件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税
者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著
しく害することが明らかというべきであり、評価通
達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の
適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと
……に照らせば、本件各不動産の相続税法２２条に
規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認めら
れる。［下線、筆者］
　このように、地裁は、X らの請求を退け、本件各
不動産の時価は、本件各鑑定評価額であると判示し
た。

Ⅳ　控訴審判決
　控訴審である東京高裁令和 2 年 6 月 24 日判決
（TAINS Z888‐2346）は、ほぼ原審である上記地
裁判決を引用して、X らの控訴を棄却した（内容は
省略）。

Ⅴ　最高裁判決
　高裁判決を不服として、X らが上告受理申立てを
したところ、最高裁は上告を受理した。さらに、最
高裁判所第三小法廷は、令和 4 年 3 月 15 日に弁論
を行ったため、大きな注目を集めた。
　このような経緯を経て示された最高裁令和 4 年 4
月 19 日判決（TAINS Z888‐2406）は、X らの上
告を棄却する判断を示した。
　以下、最高裁の判示を順にみていこう。

１　最高裁による本件事実の経緯に対する評価
　最高裁はまず、原審が適法に確定した事実関係
等の概要を挙げ、次のような評価を示している。    
　被相続人及び上告人らは、上記……の本件各不
動産の購入及びその購入資金の借入れ（以下、併
せて「本件購入・借入れ」という。）を、被相続人
及びその経営していた会社の事業承継の過程の一
つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将
来発生することが予想される被相続人からの相続
において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れ
させるものであることを知り、かつ、これを期待
して、あえて企画して実行したものである。
　本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相
続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円を超
えるものであった。［下線、筆者］

２　時価の評価方法
　次に最高裁は、時価の評価方法について、次のよ
うな解釈を示している。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法
22 条］における時価の評価方法を定めたものであ
るが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の
行使を指揮するために発した通達にすぎず、これ
が国民に対し直接の法的効力を有するというべき
根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税
価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得
の時における客観的な交換価値としての時価を上
回らない限り、同条に違反するものではなく、こ
のことは、当該価額が評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右され
ないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不産の客観的な交換価値としての時価である
と認められるというのであるから、これが本件
各通達評価額を上回るからといって、相続税法
２２条に違反するものということはできない。
［下線、筆者］

３　評価通達6の適用要件
　評価通達 6 の適用要件について、次のような解釈
を示している。

　他方、租税法上の一般原則としての平等原則は、
租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同
様に取り扱われることを要求するものと解され
る。そして、評価通達は相続財産の価額の評価の
一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれ
に従って画一的に評価を行っていることは公知の
事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産
の価額についてのみ評価通達の定める方法により
評価した価額を上回る価額によるものとすること
は、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由がない
限り、上記の平等原則に違反するものとして違法
というべきである。もっとも、上記に述べたとこ
ろに照らせば、相続税の課税価格に算入される財
産の価額について、評価通達の定める方法による
画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公
平に反するというべき事情がある場合には、合理
的な理由があると認められるから、当該財産の価
額を評価通達の定める方法により評価した価額を
上回る価額によるものとすることが上記の平等原
則に違反するものではないと解するのが相当であ
る。［下線、筆者］

４　本件事実への当てはめ
　以上の解釈を踏まえて、本件事実への当てはめを
以下のように行っている。
①　　本件各不動産についてみると、本件各通
達評価額と本件各鑑定評価額との間には大
きなかい離があるということができるもの
の、このことをもって上記事情があるとい
うことはできない。

②　　もっとも、本件購入・借入れが行われな
ければ本件相続に係る課税価格の合計額は
６億円を超えるものであったにもかかわら
ず、これが行われたことにより、本件各不
動産の価額を評価通達の定める方法により
評価すると、課税価格の合計額は２８２６
万１０００円にとどまり、基礎控除の結果、
相続税の総額が０円になるというのである
から、上告人らの相続税の負担は著しく軽
減されることになるというべきである。

③　　そして、被相続人及び上告人らは、本件購
入・借入れが近い将来発生することが予想さ
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本件各借入れを、本件被相続人及び Q 社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将
来発生することが予想される本件被相続人の相続に
おいて X らの相続税の負担を減じ又は免れさせる
ものであることを知り、かつ、それを期待して、あ
えてそれらを企画して実行した」（下線、筆者）と
認定している。
　以上の事実を踏まえ、地裁は、次のように結論付
けている。
……本件相続における本件各不動産については、評
価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本
件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税
者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著
しく害することが明らかというべきであり、評価通
達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の
適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと
……に照らせば、本件各不動産の相続税法２２条に
規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認めら
れる。［下線、筆者］
　このように、地裁は、X らの請求を退け、本件各
不動産の時価は、本件各鑑定評価額であると判示し
た。

Ⅳ　控訴審判決
　控訴審である東京高裁令和 2 年 6 月 24 日判決
（TAINS Z888‐2346）は、ほぼ原審である上記地
裁判決を引用して、X らの控訴を棄却した（内容は
省略）。

Ⅴ　最高裁判決
　高裁判決を不服として、X らが上告受理申立てを
したところ、最高裁は上告を受理した。さらに、最
高裁判所第三小法廷は、令和 4 年 3 月 15 日に弁論
を行ったため、大きな注目を集めた。
　このような経緯を経て示された最高裁令和 4 年 4
月 19 日判決（TAINS Z888‐2406）は、X らの上
告を棄却する判断を示した。
　以下、最高裁の判示を順にみていこう。

１　最高裁による本件事実の経緯に対する評価
　最高裁はまず、原審が適法に確定した事実関係
等の概要を挙げ、次のような評価を示している。    
　被相続人及び上告人らは、上記……の本件各不
動産の購入及びその購入資金の借入れ（以下、併
せて「本件購入・借入れ」という。）を、被相続人
及びその経営していた会社の事業承継の過程の一
つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将
来発生することが予想される被相続人からの相続
において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れ
させるものであることを知り、かつ、これを期待
して、あえて企画して実行したものである。
　本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相
続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円を超
えるものであった。［下線、筆者］

２　時価の評価方法
　次に最高裁は、時価の評価方法について、次のよ
うな解釈を示している。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法
22 条］における時価の評価方法を定めたものであ
るが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の
行使を指揮するために発した通達にすぎず、これ
が国民に対し直接の法的効力を有するというべき
根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税
価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得
の時における客観的な交換価値としての時価を上
回らない限り、同条に違反するものではなく、こ
のことは、当該価額が評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右され
ないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不産の客観的な交換価値としての時価である
と認められるというのであるから、これが本件
各通達評価額を上回るからといって、相続税法
２２条に違反するものということはできない。
［下線、筆者］

３　評価通達6の適用要件
　評価通達 6 の適用要件について、次のような解釈
を示している。

      れる被相続人からの相続において上告人らの
相続税の負担を減じ又は免れさせるものであ
ることを知り、かつ、これを期待して、あえ
て本件購入・借入れを企画して実行したとい
うのであるから、租税負担の軽減をも意図し
てこれを行ったものといえる。

④ そうすると、本件各不動産の価額について
評価通達の定める方法による画一的な評価
を行うことは、本件購入・借入れのような
行為をせず、又はすることのできない他の
納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡
を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反す
るというべきであるから、上記事情があるも
のということができる。

［付番、下線は、すべて筆者］

５　結論
　最後に、最高裁は、次のように結論を示している。
　したがって、本件各不動産の価額を評価通達の
定める方法により評価した価額を上回る価額によ
るものとすることが上記の平等原則に違反すると
いうことはできない。

Ⅵ　検討
　以下、下級審判決や関連判決等と比較しながら、
本件最高裁判決の意義について検討していきたい。

１　最高裁は何のために弁論を開いたのか
　まず、具体的な法解釈に立ち入る前に、最高裁判
所は何のために弁論を開いたのかという点に大きな
疑問が残る。というのも、最高裁判所は法律審であ
るため、事実認定は事実審である下級裁判所の専権
に属することとされている（民訴 321 条 1 項、312
条 1 項等参照）。そのため、最高裁における審理は
通常、書面審理によることとされているものの、最
高裁の判断により当事者から不服のある点について
直接聴いたほうがよい事案について、口頭弁論を開
いて判決を言い渡すこととされている6。
　本件では、原審において国側の主張が全面的に認
められて、納税者側が上告しているため、上記のよ
うな裁判の運用からすれば、最高裁において何らか

の判断の変更が行われると考えられる。しかし、結
論をみると、最高裁の判決は原審とほぼ同様のもの
といえる。
　最高裁が弁論を開いたからといって、必ずしも原
審の判断を覆すわけではないものの、本件において
なぜ最高裁は弁論を開いたのか、その弁論の結果が
判決にどのような影響を与えているのかについて
は、判決文等には表されていないため知ることがで
きない。そのため、この点については公表されてい
る判決文等から推測するしか方法がないため、筆者
なりにこの点を考えてみたい。
　最高裁判決は、本件における争点について、相
続税法 22 条所定の時価の算定にあたり、通達の法
源性を否定した上で、評価通達の定める方法によ
り評価した価額が必ずしも基準となるわけではな
いことを指摘している。そして、本件各鑑定評価
額が、本件各通達評価額を上回るからといって、
相続税法 22 条に違反するとはいえない旨を判示し
ている。その前提として述べられているのが、次
の判示である。
　本件各更正処分に係る課税価格に算入された本
件各鑑定評価額は、本件各不動産の客観的な交換
価値としての時価であると認められる……。
　すなわち、最高裁は、「本件各鑑定評価額が時価
である」という判断を示している。しかし、その理
由は示されていない。
　本件最高裁も、「時価」とは財産の客観的交換価
値であるとしており、時価を特定の金額として理解
するのではなく、「客観的な交換価値としての時価
を上回らない限り」と述べていることから、一定の
幅があることを前提にしているといえる。こうした
理解に基づけば、本件各不動産の「時価」として認
められる評価額は複数のものがありえることになる
ため、「本件各鑑定評価額が時価である」との最高
裁の判示から、次のような公式が成り立つ。
　　　　 ●　本件各鑑定評価額=時価
　　　　●　本件各鑑定評価額≒時価
　　　　●　本件各鑑定評価額≦時価
　本件最高裁の判示が上記のいずれに該当するかは
ともかく、「本件各鑑定評価額が時価である」と述
べたことは、本判決の結論に大きな影響を与えてい

6 最高裁判所ウェブサイト参照（https://www.courts.go.jp/saikosai/tetuzuki/index.html）［最終アクセス日2022 年 7月4日］。
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本件各借入れを、本件被相続人及び Q 社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将
来発生することが予想される本件被相続人の相続に
おいて X らの相続税の負担を減じ又は免れさせる
ものであることを知り、かつ、それを期待して、あ
えてそれらを企画して実行した」（下線、筆者）と
認定している。
　以上の事実を踏まえ、地裁は、次のように結論付
けている。
……本件相続における本件各不動産については、評
価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本
件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税
者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著
しく害することが明らかというべきであり、評価通
達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の
適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと
……に照らせば、本件各不動産の相続税法２２条に
規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認めら
れる。［下線、筆者］
　このように、地裁は、X らの請求を退け、本件各
不動産の時価は、本件各鑑定評価額であると判示し
た。

Ⅳ　控訴審判決
　控訴審である東京高裁令和 2 年 6 月 24 日判決
（TAINS Z888‐2346）は、ほぼ原審である上記地
裁判決を引用して、X らの控訴を棄却した（内容は
省略）。

Ⅴ　最高裁判決
　高裁判決を不服として、X らが上告受理申立てを
したところ、最高裁は上告を受理した。さらに、最
高裁判所第三小法廷は、令和 4 年 3 月 15 日に弁論
を行ったため、大きな注目を集めた。
　このような経緯を経て示された最高裁令和 4 年 4
月 19 日判決（TAINS Z888‐2406）は、X らの上
告を棄却する判断を示した。
　以下、最高裁の判示を順にみていこう。

１　最高裁による本件事実の経緯に対する評価
　最高裁はまず、原審が適法に確定した事実関係
等の概要を挙げ、次のような評価を示している。    
　被相続人及び上告人らは、上記……の本件各不
動産の購入及びその購入資金の借入れ（以下、併
せて「本件購入・借入れ」という。）を、被相続人
及びその経営していた会社の事業承継の過程の一
つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将
来発生することが予想される被相続人からの相続
において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れ
させるものであることを知り、かつ、これを期待
して、あえて企画して実行したものである。
　本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相
続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円を超
えるものであった。［下線、筆者］

２　時価の評価方法
　次に最高裁は、時価の評価方法について、次のよ
うな解釈を示している。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法
22 条］における時価の評価方法を定めたものであ
るが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の
行使を指揮するために発した通達にすぎず、これ
が国民に対し直接の法的効力を有するというべき
根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税
価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得
の時における客観的な交換価値としての時価を上
回らない限り、同条に違反するものではなく、こ
のことは、当該価額が評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右され
ないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不産の客観的な交換価値としての時価である
と認められるというのであるから、これが本件
各通達評価額を上回るからといって、相続税法
２２条に違反するものということはできない。
［下線、筆者］

３　評価通達6の適用要件
　評価通達 6 の適用要件について、次のような解釈
を示している。

るものと考えられる。しかしながら、なぜそのよう
な評価が可能であるのかについては、最高裁自身は
何も述べていない。また、原審である高裁判決は、
本件各鑑定評価額の妥当性については特段触れてお
らず、地裁判決では、不動産鑑定士が不動産鑑定評
価基準に基づき算定する不動産の正常価格の一般的
な合理性を理由として挙げているだけである7。
　これらから推測するに、最高裁の弁論手続において
は、本件各鑑定評価額が本件各不動産の時価といえる
かどうかについてのやり取りがあったのではないだろ
うか。この点について、X ら側から本件各鑑定評価額
の妥当性を否定するような主張・立証がされなかった
か、国側がこの点について主張を維持できたかのいず
れかのやり取りがあったため、最高裁は原審の判断を
維持したのではないかと推測される。そのため、仮に
この点について裁判官が疑問に感じた場合には、本件
各不動産の時価として認められる価額の認定につい
て、原審に差し戻す判断を示したのではないだろうか。

２　最高裁判決の意義
　本件最高裁判決は、評価通達 6 の適用に関する最
高裁としての初めての判断という点でも注目を集め
ているが、その意義について考えてみよう。
（１） 財産評価基本通達の位置づけの明確化
（ⅰ）通達評価額の意義
　まず、本件最高裁判決の意義は、通達の法的性質
について明言し、評価通達の定める評価方法による
評価額と時価との関係を明らかにした点である。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法22条］
における時価の評価方法を定めたものであるが、①上
級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮
するために発した通達にすぎず、これが国民に対し
直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、②相続税の課税価格に算入される
財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的
な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に
違反するものではなく、このことは、当該価額が評
価通達の定める方法により評価した価額を上回るか
否かによって左右されないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課税価
格に算入された本件各鑑定評価額は、本件各不動産

7  本件各鑑定評価額に対する疑義として、長島弘「財産評価基本通達総則 6 項の適用を認めた最高裁判決」税務事例 54 巻 641        
　～ 42 頁（2022 年）参照。
8  参照、金子宏『租税法（第 24 版）』116 頁（弘文堂、2021 年）、宇賀克也『行政法概説Ⅰ　行政法総論〔第 7版〕』 319 頁（2020 年）。

の客観的な交換価値としての時価であると認められ
るというのであるから、③これが本件各通達評価額を
上回るからといって、相続税法２２条に違反するも
のということはできない。［付番、下線は、すべて筆者］

　①の部分では、通達の基本的な性質が示され、国
民に対する直接の法的効力がないことが確認されて
いる8。ここで、「国民に対し直接の法的効力」（傍点、
筆者）と述べているのは、後に、評価通達に従って
財産評価が行われることが平等原則の保障の対象と
なると判示していることから、評価通達には事実上
の効力が認められることを意識しているものと思わ
れる。
　次に、上記②の部分において、相続財産の評価額
は、客観的な交換価値を上回らない限り「時価」の
範囲にあるのであり、「評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右されな
い」と述べている点が注目される。評価通達 1（2）
では、時価とは「この通達の定めによって評価した
価額による。」と定義されていることもあり、従来
の裁判例等では、通達評価額が「時価」であること
の推定を受けると扱われてきた。そして、それを前
提として、原則として評価通達の定める評価方法に
よるべきであり、それによらない「特別の事情」が
認められる場合に限り、別の評価方法が認められる
と理解されてきた。
　しかし、通達には（直接の）法的効力がないこと
から、評価通達の定める評価方法による評価額に拘
束される理由はなく、通達評価額が「時価」である
との推定を受ける法的根拠はないはずである。本件
最高裁判決はこのことを明らかにした上で、本質的
には、相続財産の評価額の妥当性は、客観的に「時価」
といえるかどうかが問われるべきことを示したとい
えよう。
　こうした通達の位置付けの明確化は、従来の裁判
例等において示されていた「特別の事情」の有無と
いう文言が「実質的な租税負担の公平に反するとい
うべき事情」という表現に置き換えられた点にも、
その変化をみてとれるといえるだろう。また、上記
③の部分においても、鑑定評価額そのものが「時価」
といえるかどうかを判断すればよいことを示してい

   

・・・
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本件各借入れを、本件被相続人及び Q 社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将
来発生することが予想される本件被相続人の相続に
おいて X らの相続税の負担を減じ又は免れさせる
ものであることを知り、かつ、それを期待して、あ
えてそれらを企画して実行した」（下線、筆者）と
認定している。
　以上の事実を踏まえ、地裁は、次のように結論付
けている。
……本件相続における本件各不動産については、評
価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本
件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税
者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著
しく害することが明らかというべきであり、評価通
達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の
適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと
……に照らせば、本件各不動産の相続税法２２条に
規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認めら
れる。［下線、筆者］
　このように、地裁は、X らの請求を退け、本件各
不動産の時価は、本件各鑑定評価額であると判示し
た。

Ⅳ　控訴審判決
　控訴審である東京高裁令和 2 年 6 月 24 日判決
（TAINS Z888‐2346）は、ほぼ原審である上記地
裁判決を引用して、X らの控訴を棄却した（内容は
省略）。

Ⅴ　最高裁判決
　高裁判決を不服として、X らが上告受理申立てを
したところ、最高裁は上告を受理した。さらに、最
高裁判所第三小法廷は、令和 4 年 3 月 15 日に弁論
を行ったため、大きな注目を集めた。
　このような経緯を経て示された最高裁令和 4 年 4
月 19 日判決（TAINS Z888‐2406）は、X らの上
告を棄却する判断を示した。
　以下、最高裁の判示を順にみていこう。

１　最高裁による本件事実の経緯に対する評価
　最高裁はまず、原審が適法に確定した事実関係
等の概要を挙げ、次のような評価を示している。    
　被相続人及び上告人らは、上記……の本件各不
動産の購入及びその購入資金の借入れ（以下、併
せて「本件購入・借入れ」という。）を、被相続人
及びその経営していた会社の事業承継の過程の一
つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将
来発生することが予想される被相続人からの相続
において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れ
させるものであることを知り、かつ、これを期待
して、あえて企画して実行したものである。
　本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相
続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円を超
えるものであった。［下線、筆者］

２　時価の評価方法
　次に最高裁は、時価の評価方法について、次のよ
うな解釈を示している。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法
22 条］における時価の評価方法を定めたものであ
るが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の
行使を指揮するために発した通達にすぎず、これ
が国民に対し直接の法的効力を有するというべき
根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税
価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得
の時における客観的な交換価値としての時価を上
回らない限り、同条に違反するものではなく、こ
のことは、当該価額が評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右され
ないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不産の客観的な交換価値としての時価である
と認められるというのであるから、これが本件
各通達評価額を上回るからといって、相続税法
２２条に違反するものということはできない。
［下線、筆者］

３　評価通達6の適用要件
　評価通達 6 の適用要件について、次のような解釈
を示している。

9 　この点は、東京地判令和 2年 11月12日TAINS Z888‐2395と対照的である。
10　東京地判平成 11 年 8月10日TAINS Z248‐8718 参照。
11　山田重將「財産評価基本通達の定めによらない財産の評価について―裁判例における『特別の事情』の検討を中心に―」税務大
　　学校論叢 80 号 143 頁（2015 年）参照。

る点にも、通達評価額自体に法的拘束力がないこと
が示されているといえる。
（ⅱ）通達評価額と鑑定評価額との関係
　他方で最高裁は、次のように述べている。
　本件各不動産についてみると、本件各通達評価
額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離が
あるということができるものの、このことをもっ
て上記事情があるということはできない。
　ここで言及されている「上記事情」とは、最高
裁が示した評価通達 6 の適用要件である、「評価
通達の定める方法による画一的な評価を行うこと
が実質的な租税負担の公平に反するというべき事
情」を指している。この内容については後述する
が、「通達評価額」と「鑑定評価額」とを比較して、
両者の間に大きな乖離があるとしても、それ自体
は評価通達 6 が適用される要件を満たす事実には
ならないことを意味している9。
　上記の内容を踏まえてこの判示内容について考
えると、次のように整理できる。

①　通達評価額が直ちに「時価」とされるわけ
ではない。

②　本件各不動産については、本件各鑑定評価
額が「時価」といえる。

③　通達評価額と鑑定評価額とを比較して、両
者の間に大きな乖離があることのみをもっ
て、評価通達の定めによらない評価が許さ
れる（＝評価通達 6 の適用が許容される）
わけではない。

　ここから導き出される命題としては、次の 2 点
が考えられる。
（A） 通達評価額と他の評価額（本件では、鑑定

評価額）とを比較する際に、通達評価額が
絶対的な基準となるわけではない。

（B） 鑑定評価額を証拠として提出して、通達評
価額との間に乖離があることを主張したと
しても、それ自体、評価通達 6 の適用を認
める根拠とはならない。

　これらのうち、（A）は、前記（ⅰ）の内容と同

様であり、通達の法的性質から導かれる命題である。
（B）については、評価通達 6 の適用要件に関わる
ものである。これについては後述するが、少なくと
も従来からの実務において、相続財産を評価通達の
定める方法によって評価すると不合理な価額となる
ような場合に、評価通達 6 の適用を正当化するため
の根拠として、鑑定評価額の活用の妥当性が問題と
されてきた 10。しかし、本件最高裁の判示は、（仮
にその鑑定評価額が「時価」として妥当な金額だと
しても）単純に鑑定評価額を証拠として提出して、
通達評価額との乖離を主張するだけでは、評価通達
の定める評価方法によらない例外を認める根拠とは
ならないことを示していると考えられる。
　従来の裁判例では、評価通達6を適用するためには、
通達評価額と他の評価額との乖離の存在があればよい
のか、それとも被相続人や納税者たる相続人に租税回
避の意図や行為が存することが必要なのかという議論
がある 11。本件最高裁の上記判示内容は、少なくとも
価格乖離という事実のみでは、評価通達 6 の適用を認
める根拠にはならないことを示したものと考えられる。

（２）評価通達6の適用要件
　では、価格乖離の事実だけでなく、租税回避の意
図ないし行為の存在が、評価通達 6 の適用要件とな
り得るのだろうか。
　まず、最高裁は、本件被相続人及び X らの本件
各不動産に係る借入れ及びその取得の経緯につい
て、次のような認定事実と評価を挙げている。
……被相続人及びその経営していた会社の事業承継
の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・借入れ
が近い将来発生することが予想される被相続人から
の相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は
免れさせるものであることを知り、かつ、これを期
待して、あえて企画して実行したものである。
　そして、「本件購入・借入れがなかったとすれば、
本件相続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円
を超えるものであった」と続けている。こうした経
緯に関する事実は、高裁が認定した内容であるが、
それに対する評価も最高裁は高裁の判断をそのまま
前提としている。
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本件各借入れを、本件被相続人及び Q 社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将
来発生することが予想される本件被相続人の相続に
おいて X らの相続税の負担を減じ又は免れさせる
ものであることを知り、かつ、それを期待して、あ
えてそれらを企画して実行した」（下線、筆者）と
認定している。
　以上の事実を踏まえ、地裁は、次のように結論付
けている。
……本件相続における本件各不動産については、評
価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に
係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本
件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税
者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著
しく害することが明らかというべきであり、評価通
達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の
適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと
……に照らせば、本件各不動産の相続税法２２条に
規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認めら
れる。［下線、筆者］
　このように、地裁は、X らの請求を退け、本件各
不動産の時価は、本件各鑑定評価額であると判示し
た。

Ⅳ　控訴審判決
　控訴審である東京高裁令和 2 年 6 月 24 日判決
（TAINS Z888‐2346）は、ほぼ原審である上記地
裁判決を引用して、X らの控訴を棄却した（内容は
省略）。

Ⅴ　最高裁判決
　高裁判決を不服として、X らが上告受理申立てを
したところ、最高裁は上告を受理した。さらに、最
高裁判所第三小法廷は、令和 4 年 3 月 15 日に弁論
を行ったため、大きな注目を集めた。
　このような経緯を経て示された最高裁令和 4 年 4
月 19 日判決（TAINS Z888‐2406）は、X らの上
告を棄却する判断を示した。
　以下、最高裁の判示を順にみていこう。

１　最高裁による本件事実の経緯に対する評価
　最高裁はまず、原審が適法に確定した事実関係
等の概要を挙げ、次のような評価を示している。    
　被相続人及び上告人らは、上記……の本件各不
動産の購入及びその購入資金の借入れ（以下、併
せて「本件購入・借入れ」という。）を、被相続人
及びその経営していた会社の事業承継の過程の一
つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将
来発生することが予想される被相続人からの相続
において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れ
させるものであることを知り、かつ、これを期待
して、あえて企画して実行したものである。
　本件購入・借入れがなかったとすれば、本件相
続に係る相続税の課税価格の合計額は６億円を超
えるものであった。［下線、筆者］

２　時価の評価方法
　次に最高裁は、時価の評価方法について、次のよ
うな解釈を示している。
……評価通達は、上記の意味［筆者注：相続税法
22 条］における時価の評価方法を定めたものであ
るが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の
行使を指揮するために発した通達にすぎず、これ
が国民に対し直接の法的効力を有するというべき
根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税
価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得
の時における客観的な交換価値としての時価を上
回らない限り、同条に違反するものではなく、こ
のことは、当該価額が評価通達の定める方法によ
り評価した価額を上回るか否かによって左右され
ないというべきである。
　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不産の客観的な交換価値としての時価である
と認められるというのであるから、これが本件
各通達評価額を上回るからといって、相続税法
２２条に違反するものということはできない。
［下線、筆者］

３　評価通達6の適用要件
　評価通達 6 の適用要件について、次のような解釈
を示している。

12　地裁において挙げられていた本件借入れに係るU信託銀行での貸出稟議書について、最高裁が触れていない点は興味深い。
13　金子・前掲注（8）96～ 97 頁参照。
14   このような最高裁の認識は、評価通達によって財産評価をすることが行政先例法として確立していることを認めているとも理解することが
　　できるかもしれない。参照、金子・前掲注（8）115 頁。

　さらに、本件最高裁は、あてはめにおいて、次の
事実及びそれに対する評価を挙げている12。

　・本件購入・借入れが行われたことにより、X
らの相続税の負担は著しく軽減された（前記
Ⅴ４②）。

　・被相続人及び X らは、租税負担の軽減をも意
図して、あえて本件購入・借入れを行った（前
記Ⅴ４③）。

　・ 本件において、評価通達の定める方法に
よって評価することは、実質的な租税負担の
公平に反する（前記Ⅴ４④）。

　これらを前提に考えると、最高裁は、評価通達 6
の適用にあたっては、被相続人・相続人の租税負担
軽減の意図ないしそれに基づく行為が必要と考えて
いることになる。そうであれば、租税回避が評価通
達 6 の適用の根拠になり得ることを認めたこととな
り、評価通達 6 を租税回避の否認の根拠として位置
付けたことになる。
　しかしながら、本件最高裁で強調しているのは、
通達の法源性の否定であり、評価通達自体には「直
接の効力」がないという点である。そのため、評価
通達 6 を租税回避否認の根拠と位置付けることは、
これに大きく矛盾することとなる。
　むしろ、本件最高裁判決が評価通達 6 の適用要件
として示しているのは、「評価通達の定める方法に
よる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の
公平に反するというべき事情がある場合」という内
容である。そして、これを導き出す過程において示
されているロジックは、次のとおりである。

( ア ) 租税法の一般原則としての平等原則は、租
税法の適用に関し、同様の状況にあるもの
は同様に取り扱われることを要求している。

↓
( イ ) 課税庁が評価通達に従って画一的に評価を
行っていることは、公知の事実である。

↓
( ウ ) 特定の者の相続財産の評価についてのみ、

　　評価通達の定める方法による評価額を上回る
価額とすることは、その価額が時価を上回ら
ないとしても、合理的理由がない限り、平等
原則に反する。

↓
( エ ) ただし、評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことが実質的な租税負担の公平
に反するというべき事情がある場合には、平
等原則に反しない合理的な理由がある。

 　つまり、最高裁は、評価通達そのものには法的効
力はないものの、評価通達の定める方法によって画
一的に相続財産が評価されているという実態があり、
それは「公知の事実」であるため、評価通達の定め
る方法によって財産評価が行われることが平等取扱
いの保障の対象となると判断している。「租税法上の
一般原則としての平等原則」すなわち租税公平主義
は、立法段階のみならず執行段階においても妥当す
るものである 13。そのため、通達そのものに拘束力
がないとしても、通達に基づく財産評価という課税
実務が「公知の事実」といえる程度に定着している
状況 14 に照らせば、「評価通達によって財産を評価
する取扱い」が保障の対象となり、それに反する取
扱いをするためには「合理的な理由」が必要との解
釈が示されている。
　このような理解は、評価通達の定める評価による
ことが原則であり、それによらない例外的な事情が
ある場合に別の評価方法によることが認められると
いう、従来からの評価通達による財産評価のあり方
に変化をもたらすものではない。しかし、従来の理
解は、評価通達の定める評価方法及びそれによって
算定される評価額自体に合理性があるとしていたの
に対し、本件最高裁は、通達自体に法的効力がある
わけではないことを前提としつつ、評価通達の定め
る方法によって評価することが「公知の事実」となっ
ているため、それに反する評価を行うことが平等原
則に反するという論理構成をとっている点に大きな
違いが認められるのである。
　このように、本件最高裁判決は、租税公平主義を
根拠として、評価通達 6の適用の正当性を認めてい
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る。評価通達 6 の存在自体が租税法律主義に反する
という立場をとるのであればともかく、その存在自
体は否定しないという立場に立つのであれば、その
適用は、評価通達自体ではなく、租税公平主義に基
づく平等取扱いに求められると解する最高裁の解釈
は、前記の通達の法源性を否定する内容と整合し、
それ自体は評価されるべきものである。
　問題は、その適用要件の具体的内容である。これ
に関して、次の 2つの問題が生じる。
（ⅰ）最高裁が示した評価通達 6 の適用要件とは、
具体的にどのようなものであるのか
　本件最高裁判決のあてはめ部分をみると（前記Ⅴ
４）、価格の乖離に加えて（同①）、本件購入・借入
れによって X らの相続税の負担が著しく軽減され
たという事実（同②）、租税負担の軽減をも意図し
てそれを行ったこと（同③）、それが実質的な租税
負担の公平に反すること（同④）という論理の流れ
になっている。これを租税回避の否認の根拠として
評価通達 6 の適用をとらえていると理解するなら
ば、前述のように、通達の法源性を否定する本件最
高裁の根本的な命題と抵触することになる。そのた
め、本件最高裁は、評価通達 6の適用にあたり、「租
税回避の意図ないし行為の存在」を要件としている
とみるべきではないだろう。
　最高裁は、本件において X らが相続税の負担を
意図的に著しく軽減したという結果に注目している
が、そのような結果をもたらした原因は本件購入・
借入れであり、本件各不動産の通達評価額が低いこ
とを利用して行ったことが前提となっている。本来、
通達評価額が実勢価格と乖離しているのであれば、
通達評価額を改めるべきであるが、それは通達の改
正によって行われるべきであり、具体的な課税の妥
当性が問題とされている場面においては、評価通達
による評価額が「時価」といえるかどうかがまず問
われることになる。この点について、本件最高裁は、
鑑定評価額との単純な比較によって時価該当性を判
断すべきではないとしつつ、本件各不動産の取得の
経緯を考慮要素として、本件各通達評価額が「時価」
に該当しないとして、評価通達 6 の適用を認めたも
のと解される。
　このように理解すれば、本件最高裁は、評価通達

6 に依拠して X らの租税回避を否認したのではな
く、本件各通達評価額が「時価」とはいえないこと
を根拠として、評価通達 6 の適用を許容したとみる
ことができる。すなわち、最高裁が問題としたのは、
本件において「時価」といえる価額は、通達評価額、
鑑定評価額、取引価額のいずれなのかという点で
あったといえるだろう。そして、評価通達によって
評価をすることが平等取扱いの保障の対象となるも
のの、通達評価額が「時価」から大きく乖離しており、
平等取扱いの保障を受けるに相応しくないと評価で
きる場合に評価通達 6 の適用を認めるという判断を
示したものと考えられる。そのため、本件最高裁が
「本件各鑑定評価額が時価と認められる」との前提
を示したことが、判決の結論を大きく左右している
といえる。
　しかし、こうした解釈によって、評価通達 6 の適
用要件がより一層不明確になったことは否めない 15。
評価通達 6 によって租税回避を否認することはでき
ないとしても、平等取扱いの保障という観点から、
どのような評価額であれば「時価」といえるのか、
そのために、財産取得の経緯としてどこまでの範囲
について、どのような事実を考慮に入れるべきかと
いうことについて、本件最高裁は一般化し得るよう
な明確な規範を示してないのである。
（ⅱ） 従来の裁判例が示した「特別の事情」と本件
最高裁が示した「実質的な租税負担の公平に反する
というべき事情」とは同じものであるのか
　従来の裁判例において築き上げられてきた「特別
事情論」とは異なり、本件最高裁は、特別でなくて
も「事情」があれば評価通達とは異なる評価が許容
されるという「事情法理」という規範を示したとの
見解がある 16。これによれば、従来の特別事情論は、
評価通達 6 の適用要件として、評価通達以外の評価を
限定的にする「特別の事情」を必要とするものである
が、本件最高裁が示した事情法理は、本件事案の特殊
性を強調せず、対象を不動産に限定していないため、
相続財産一般に広く妥当すると考えられている。
　もっとも、従来の裁判例等における「特別の事情」
の判断と本件最高裁が示した判断とは文言の違いに
過ぎないようにも思われる。ただし、本件最高裁判
決の射程のとらえ方によっては、上記のような理解

15　谷口智紀「財産評価基本通達総則 6項の適用と平等原則違反の有無」税理 65 巻 7 号 151 頁（2022 年）参照。
16　木山泰嗣「評価通達によらない財産評価と平等原則」税理 65 巻 7 号 121 頁（2022 年）参照。
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も成り立ち得ると考えられるため、最高裁判決の射
程のとらえ方が重要になる。

３　最高裁判決の射程
　前記２（２）（ⅰ）において、本件最高裁の判示は、
評価通達 6 の適用に関して一般化し得る規範を示し
ていないことを指摘した。これによって、今後の実
務はより不透明さを増すと予測されるが、より問題
なのは、課税庁による評価通達の「使い分け」17 で
ある。課税庁が評価通達 6 を便宜的に使い分けるこ
ととなれば、納税者に対する予測可能性と法的安定
性を欠くことになってしまう。
　租税法律主義の具体的要請として、通達の法源性
を否定したがために、かえって適用要件が不明確に
なってしまい、課税要件明確主義に反する帰結を導
いてしまうことは本末転倒というべきである。その
ため、本件最高裁判決は批判の対象にさらされてい
る 18 が、本件最高裁判決は一般的な基準を示して
いないと解し、本件事案に限った判断を示したもの
として、その射程を限定的に理解することが可能な
のではないだろうか19。
　このように理解する根拠として、本件最高裁判決
の次の判示を挙げることができる。
……本件各不動産の価額について評価通達の定め
る方法による画一的な評価を行うことは、本件購
入・借入れのような行為をせず、又はすることの
できない他の納税者と上告人らとの間に看過し難
い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に
反するというべきであるから、上記事情があるも
のということができる。［下線、筆者］
　つまり、本件最高裁は、「本件購入・借入れのよ
うな行為」は平等取扱いの保障の対象とはならない
と判示したのであって、その射程は「本件のような」
場合に限定されていると解することが可能であり、
またそのように解すべきである20。
　ただし、そのように解したとしても、本件 X ら
のように、購入・借入れによって税負担を軽減した
納税者と、そのような行為をせず、又はすることの
できない他の納税者とを比較して、課税の公平を論
じることは妥当ではない。本件購入・借入れのよう

17　増田英敏「通達課税と租税法律主義の形骸化―評価通達総則 6項の適用の問題を中心に―」税研 223 号 23 頁（2022 年）。
18　谷口・前掲注（15）151 頁参照。
19　長島・前掲注（7）40 頁、安井栄二「判解」税務QA2022 年 6月号 57 頁参照。
20　長島・前掲注（7）41 頁参照。

な行為は、結果的に相続税額を 0 にする効果をもた
らすものであるため、異常とはいい得ても違法では
ない。違法ではないものの異常ともいうべき行為に
基づく評価額と、適法かつ通常の行為による評価額
とを比較して課税の公平を論じることは、結果的に
租税回避の否認と同様の効果をもたらすものであ
り、法的根拠が必要になると考えられる。そのため、
本件においては、同様の結論を導くとしても、この
ような抽象的な納税者間の比較ではなく、「時価」
としてどの金額が妥当かといった観点から、通達評
価額と他の価額という具体的な金額を比較して判断
すべきである。

Ⅶ　おわりに
　本件事案の特殊性は、本件被相続人が本件相続開
始 3 年半前に購入した本件甲不動産について、取引
価格と通達評価額に乖離がある点にも認められる。
従来の課税実務においては、相続開始よりも 3 年以
前に取得した財産の評価が問題とされる例は多くな
かったように思われる。
　そして、本稿で述べたように、本件最高裁判決は、
通達の法源性を明確に否定し、評価通達の位置付け
を明確にした上で、相続税法 22 条所定の「時価」
として適切な価額を探求するという姿勢を示した点
は評価されるべきであるが、かえって評価通達 6 の
適用要件を不明確にしてしまったことは否めない。
この点を明確にする努力は必要であるが、通達改正
によってそれを実現することは現実には困難であ
り、事案の積み重ねによって明らかにしていくほか
ないのではないだろうか。ただし、通達の性質上、
租税回避を否認するための根拠にはなり得ないこと
から、本件最高裁の判断についても、租税回避行為
の存在を理由として評価通達 6 の適用が認められた
ものと解するのは相当ではない。あくまでも相続税
法 22 条における「時価」として相応しい価額を探
求する中で、原則通り評価通達の定める方法による
べきなのか、そこから外れる評価が許容されるべき
かを個別に判断することを示した判断と理解すべき
であり、具体的な判断については本件の特殊性を踏
まえた限定的なものと理解すべきであろう。
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今週の判決等(2022年4月～2022年6月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.568 2022.04.14    
　みなし贈与／夫婦間の金銭の移動／対価を支払わ
ないで利益を受けた場合
（令０３－０７－１２　公表裁決　全部取消し　Ｊ１２４－２－０６）
　請求人は、夫Ｈの相続に係る相続税の税務調査を
受け、申告漏れであったとしてＨ名義の預金口座か
ら出金され請求人名義の証券口座等に入金（本件各
入金）された金員を原資とする投資信託等について
修正申告をしましたが、その後、原処分庁が本件各
入金について、相続税法９条に規定する対価を支払
わないで利益を受けた場合に該当するとして、請求
人に対し贈与税の決定処分等をしました。
　本件は、請求人が上記決定処分等の取消しを求める
事案です。審判所は、次のように判断し、本件決定処分等の
全部を取り消しました。
　請求人は、本件各入金の以前から、Ｈの財産の一部
若しくは全部についても管理していたことが認められ

ること、投資信託の各分配金の入金があった請求人名
義口座からの出金は、家計費の一部を賄うためのもの
と認められ、本件各入金額について、請求人が自ら私
的な用途で費消した事実は認められないこと等から、
本件各入金によっても、Ｈの財産は、請求人名義口座
等においてそのまま管理されていたものと評価するの
が相当であり、本件各入金額が請求人に帰属するもの
と解することはできず、本件各入金により請求人に贈
与と同様の経済的利益の移転があったと認めることは
できない。よって、本件各入金は、相続税法９条に規
定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当す
るものとは認められない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｊ１２４－２－０６

（税法データベース編集室：小菅　貴子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.567 2022.04.07　　
　中古の機械及び装置の耐用年数／耐用年数省令
３条１項２号適用の可否
（令０３－０３－３０　東京地裁　棄却　控訴　Ｚ８８８－２３９１）
　Ｘ社は、法定耐用年数の全部及び一部を経過した中古
のチューブ充填機・包装機を取得して改良を施し、事業の用
に供しました。本件は、Ｘ社がこれら資産と資本的支出につ
いて耐用年数省令３条１項２号に基づく簡便法による耐用
年数を用いて減価償却費を計算していたところ、課税庁が
本件各資産は総合償却資産に該当するとして、耐用年数
通達１－５－８により法定耐用年数を適用すべきとして、更正
処分をした事案です。
　東京地裁は、下記のように判断して法定耐用年数を適用
すべきとしました。
　本件工場において化粧品等の生産に用いられる各種機

械は、他の機械とラインを構成して内容物の製造又は充填、
包装等の製品化を行い、製造部門と製品化部門との連携の
下で、多種類の化粧品等を生産するという目的を実現してい
るものであるから、製造部門及び製品化部門に属する各資
産は、連動あるいは連携して、集団的に生産手段として用い
られているものということができ、したがって、これら各資産の
総体が、本件耐用年数表にいう「設備」の単位となるという
べきである。本件各資産は本件設備の相当部分を占めるも
のといえないことから、耐用年数省令３条１項２号を適用する
ことはできず、各資産の耐用年数は法定耐用年数によるべき
である。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２３９１

（税法データベース編集室：草間　典子）

ちーちゃん
（地方税担当）

税理士がつくる、税理士のためのデータベース
無料お試し会員受付中

STEP.1

STEP.2

STEP.3

STEP.4

お手元に税理士登録番号をご用意ください。フォーム入力の際に必要
になります。

お試し会員申込みフォーム  https://app6.tains.org/form/trial/ より、必
要事項をご入力いただき、送信してください。

送信いただいた内容に沿って、事務局にて照会・会員登録作業を行い
ます。

お客様宛に利用可能の旨が記載されたメールが届きます。内容に沿って
TAINS をご利用ください。

お試し会員へ

の申し込み方法
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今週の判決等(2022年4月～2022年6月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.570 2022.04.28      
　節税目的で取得した不動産の評価～評価通達６が
適用される合理的な理由～
（令０４－０４－１９　最高裁　棄却　確定　Ｚ８８８－２４０６）
　被相続人Ａは、亡くなる３年ほど前に、甲不動産及び乙不
動産を計１３億８７００万円で購入・信託銀行等から計１０億５
５００万円の借入れをしました。
　Ａが９４歳で亡くなり、共同相続人（上告人ら）が、各不動産
について評価通達により計３億３３７０万余円と評価し、相続
税の総額を０円として申告をしたところ、札幌南税務署長から
評価通達によって評価することが著しく不適当（評価通達６）
であるから鑑定評価額（計１２億７３００万円）によるべきである
として、各更正処分等を受けたため、これらの取消しを求めた
事案です。
　最高裁判所は、次のとおり判示して、原審の判断を是認し
ました。

　評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実
質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合
には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価
額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価
額によるものとすることが平等原則に違反するものではないと
解するのが相当である。
　Ａ及び上告人らは、相続税の負担を減じ又は免れさせるも
のであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したのであるから、租税負担の軽減を
も意図してこれを行ったものといえる。実質的な租税負担の公
平に反するというべきであるから、上記事情があるものというこ
とができる。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４０６

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.569 2022.04.21
　開発許可面積基準を満たすか否か～広大地の該
否判定～
（令０３－０８－０３　公表裁決　全部取消し　Ｊ１２４－２－０７）
　請求人らが、相続により取得した土地（９９３．３７平方メー
トル、このうち６７６．２５平方メートルが都市計画道路の予定
地の区域内で、賃貸用共同住宅の敷地及びその賃貸人
用駐車場として一体利用）が広大地に該当するなどとし
て、相続税の更正の請求をしたところ、原処分庁が、当該
土地はａ市の開発許可面積基準（１０００平方メートル以上
の規模の開発行為を行う場合には開発許可が必要で、市
街化区域内の分譲等の１区画の面積は原則１２０平方
メートル以上）を満たさないから広大地に該当しないとして
更正処分をしたため、その全部の取消しを求めた事案で
す。
　審判所は、次のように判断して請求人らの主張を認めま

した。
　原処分庁は、本件土地は現に共同住宅の敷地として有効
利用されているから広大地に該当しない等を主張する。しか
し、その地域における標準的な宅地の使用は、戸建住宅の敷
地としての利用であるから、本件土地は、現に宅地として有効
利用されているとは認められないこと、広大地の判定に当た
り、開発許可面積基準を指標とすることに合理性はあるとして
も、飽くまで指標にすぎず、当該基準を満たすか否かにより一
律に広大地に該当するか否かを判定することはできないこと、
また、本件土地の経済的に最も合理的な使用は、道路を開設
して戸建住宅の敷地とする開発を行うことであると認められる
ことから、広大地に該当する。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｊ１２４－２－０７

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

ほう君
（法人税担当）

    

　雑誌目次検索システムは、現在、税研・税務事例研究・税

理・税経通信・税務弘報・月刊税務事例・国税速報・週刊税

務通信・Ｔ＆Ａ master・速報税理・ProfessｉonJournal・

国際税務の12誌について、各誌の年号・雑誌名・掲載頁

や著者名・肩書・タイトル・判決年月日等により、目次を検

索することができます。この目次とは、タイトルの親和性が

増すように、若干の加工を行っています。

　また、判決・裁決から雑誌目次情報にアクセスできるリ

ンクを備えており、閲覧している判決・裁決等の評釈や実
務研究がどの雑誌に掲載されているか確認することができ
ます。
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■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.571 2022.05.12          　　　　　　　　　                      
　

今週の判決等(2022年4月～2022年6月収録）

　ユニバーサルミュージック事件／同族会社等の行為
計算否認（納税者勝訴）
（令０４－０４－２１　最高裁　国の上告・棄却　確定　Ｚ８８８－２４１１）
　本件は、音楽事業を行うＡ社（被上告人）が、組織
再編に伴い、同じ企業グループに属する外国法人からの
８６６億円余の借入れに係る支払利息を損金の額に算入
したところ、課税庁が、支払利息の損金算入は法人税
の負担を不当に減少させるものであるとして、法人税法１
３２条１項を適用して更正処分等をした事案です。最高
裁は、法人税法１３２条１項の解釈を示した上で、次のよ
うに判示して、Ａ社の請求を認めた原審の判断を是認し、
国の上告を棄却しました。
　本件組織再編取引は、音楽部門において日本を統括
する会社としてＡ社を設立するなどの組織再編成を行うも
のであるところ、本件取引等は、通常は想定されない手

　仕入税額控除／米国アマゾン社の役務の提供に対す
る支払手数料
（令０４－０４－１５　東京地裁　棄却　Ｚ８８８－２４１２）
　インターネット上のウェブサイト（アマゾン）に、
主としてＣＤ、ＤＶＤ、書籍等の商品を出品し、販
売する事業を営んでいる原告が、消費税等につい
てした期限後申告につき、処分行政庁から、原告
が米国アマゾン社から受けた役務の提供は、課税
仕入れに該当せず、仕入税額控除することはでき
ないなどとして、消費税等の更正処分等を受けた
事案です。
　裁判所は次のとおり、原告の請求を棄却しまし
た。
　掲載された商品はサイトを通じて、全世界の人々
が閲覧できるのであるから、出品サービスは、全
世界の人々が原告の商品に関する情報を閲覧する

ことを可能にするものといえ、また、その役務提供
の対価である出品手数料が国内の役務に対応する部
分と国内以外の地域の役務に対応する部分とに合理
的に区分されているとはいえない。そうすると、出
品サービスは、「国内及び国内以外の地域にわたっ
て行われる役務の提供その他の役務の提供が行われ
た場所が明らかでないもの」に該当するものと認め
られる。
　出品サービスに係る「役務の提供を行う者」は、
米国アマゾン社であるといえ、役務の提供の管理・
支配を行うことを前提とした事務所等は、米国国内
に所在していると認められるから、役務の提供が国
内において行われたとは認められない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
                  【ＴＡＩＮＳキーワード】 Ｚ８８８－２４１２

（税法データベース編集室：大高　由美子）

順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出
したりするなど、不自然なものであるとまではいえず、また、
税負担の減少以外に本件組織再編取引等を行うことの合
理的な理由となる事業目的その他の事由が存在したものと
いうことができる。そうすると、本件組織再編取引等は、
これを全体としてみたときには、経済的合理性を欠くもので
あるとまでいうことはできず、本件借入れは、その目的にお
いて不合理と評価されるものではない。
　したがって、本件借入れは、法人税法１３２条１項にい
う「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少
させる結果となると認められるもの」には当たらないという
べきである。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４１１

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）
■ＴＡＩＮＳメールニュース       No.572 2022.05.19       

しょー君
（消費税担当）

一般社団法人 日税連税法データベース

お問い合わせ先

よくある質問はこちら。

TAINSホームページ下部「お問い合わせフォーム」をご利用ください

https://www.tains.org/
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　ゴルフ用地の登録価格～固定資産評価基準によって
算定されたか否か～
（令０４－０３－０３　最高裁　破棄差戻し　Ｚ９９９－８４３９）
　下松市長は、被上告人が所有する土地（ゴルフ場用
地）の平成２７年度の登録価格について、不動産鑑定
士の鑑定に基づき、附近の工場用地に比準する方法に
より工場用地としての取得価額を評定し、造成費の加
算をせずに算定しました。被上告人は、登録価格を不
服として、審査の申出をしましたが、棄却決定を受け
たため本訴に及びました。原審は、登録価格について、
固定資産評価基準（評価基準）の定める評価方法に従っ
て算定されたものでないとして、棄却決定の全部を取
り消しました。最高裁では、次のとおり判断し、原判
決を覆しました。
　評価基準は、ゴルフ場用地の評価に際し附近の土地
に比準して取得価額を評定する方法として、特定の具

体的な方法を挙げているものではないし、造成から長
期間が経過するなどの事情により、当該ゴルフ場用地
の造成前の状態を前提とした取得価額を正確に把握で
きない場合も想定される。そうすると、下松市長が、
その造成前の状態である塩田跡地としての取得価額を
評定していないことをもって、評価基準の定める評価
方法に従っていないと解すべき理由は見当たらない。
　したがって、登録価格について、塩田跡地としての
取得価額を評定していないことを理由として評価基準
の定める評価方法に従って算定されたものということ
ができないとした原審の判断には、固定資産の評価に
関する法令の解釈適用を誤った違法がある。よって、
原判決を破棄し、本件を原審に差し戻すこととする。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－８４３９

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.573 2022.05.26

あいちゃん
（相続税担当）

今週の判決等(2022年4月～2022年6月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.574 2022.06.02
　外国子会社合算税制／特定外国子会社等が締結
した再保険に係る元受保険契約
（令０１－０９－０３　非公開裁決　棄却　Ｆ０－２－９９２）
　本件は、原処分庁が、請求人の特定外国子会社等が
非関連者である保険会社との間で締結した再保険契約
に係る元受保険について、租税特別措置法施行令３９
条の１１７第８項５号括弧書（平成２８年政令第１５
９号による改正前のもの）に規定する「関連者以外の
者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責
任を保険の目的とする保険」に該当せず、外国子会社
合算税制の適用除外基準のうち非関連者基準を満たさ
ないとして法人税等の更正処分等を行った事案です。
　審判所は、下記のように判断して請求を棄却してい
ます。
　本件元受保険契約は、請求人の関連者との間でクレ
ジット契約を締結する顧客のうち、本件元受保険契約

に加入する各顧客の死亡、失業又は全身の障害という保
険事故に関し一定の保険給付を行うことを約するもので
あり、本件元受保険契約では、請求人の関連者が有する
各債権の回収を確実にすることがその契約上予定されて
いると認められる。すなわち、本件元受保険契約は、各
顧客が有する資産に生ずる損害又は各顧客が損害賠償責
任を負うことによって被る損害の填補を約する内容のも
のではないと認められる。
　したがって、本件元受保険契約に係る保険は租税特別
措置法施行令３９条の１１７第８項５号括弧書に規定す
る「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が
負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」に該当しな
い。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－２－９９２

（税法データベース編集室：草間　典子）     
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もろ君
（諸税担当）

今週の判決等(2022年4月～2022年6月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.576 2022.06.16
　更正の請求と立証責任～関係会社に対する架空業
務支援費等～
（令０２－１２－０２　東京高裁　棄却・確定　Ｚ２７０－１３４９１）
　控訴人（医療法人社団Ａ）が、税務調査を受けて控訴人の
関連会社に支出していた業務委託費や広告宣伝費を自己否
認して修正申告書を提出しました。その後計算に誤りがあると
して更正の請求をしたところ、処分行政庁から更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたことから通知処分の取消訴訟
において「納税者が確定した申告書の記載が真実と異なるこ
とについての主張立証責任を負うか」等が争点になりました。
　裁判所は、次のように判示し、控訴人の請求を棄却しまし
た。
　申告納税方式による国税に係る税額は、その後に更正がさ
れない限り、納税者の納税申告のとおり確定するものであるこ

と、納税申告の前提となった事実関係及びそれを誤りであると
する事実関係は更正の請求をする納税者が熟知していること
等に照らせば、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消
訴訟においては、更正の請求に係る事実関係は納税者たる控
訴人において主張、立証すべきものと解するのが相当である。
　控訴人は確定した申告書（修正申告書）に記載された事実
が真実と異なることを主張立証すべきところ、各修正申告書記
載の事実が真実と異なることをうかがわせる具体的な事情が
あるとはいえないから、本件各通知処分に違法な点はないとい
うべきであり、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当
である。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ２７０－１３４９１

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.575 2022.06.09     
　仕入税額控除／用途区分／ドラッグストアでの商
品券販売
（令０２－０６－１８　非公開裁決　棄却　Ｆ０－５－２９５）
　本件は、ドラッグストア等を経営する請求人の店舗
に係る水道光熱費等について、原処分庁が、当該店舗
において、商品券の販売（本件販売行為）があること
から、水道光熱費等については、課税資産の譲渡等と
課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要す
る共通対応に該当する課税仕入れに区分すべきである
などとして、消費税等の更正処分等を行ったのに対
し、請求人が、本件販売行為は、委託販売に該当し、
販売手数料（課税資産の譲渡等）のみを収入として計
上することが適正であるなどとして、原処分の一部の
取消しを求めた事案です。
　審判所は、次のように判断し、請求人の請求を棄却
しました。

　請求人と商品券を発行するＡとの間で、本件販売行為
を委託販売の方法で行う旨の契約書が取り交わされた事
実は認められないこと、Ａが作成する商品券取扱加盟店
取引約款等においても、本件販売行為が委託販売に該当
するものであると判断するに足りる記載は見当たらない
こと、請求人は、額面金額と等額の現金で販売したとす
る会計処理を行っていたこと等からすれば、本件商品券
の顧客への販売代金の最終的な帰属者は請求人であると
認められる。以上のことから、本件販売行為が委託販売
に該当するとは認められず、本件販売行為は、非課税資
産の譲渡に該当し、水道光熱費等は、共通対応に該当す
る課税仕入れと認められる。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－５－２９５

（税法データベース編集室：小菅　貴子）
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■ＴＡＩＮＳメールニュース  No.578 2022.06.30   
　みなし譲渡（土地の時価）／みなし贈与（著しく
低い価額の対価）
（令０２－１０－２３　東京地裁　一部認容・棄却　控訴　Ｚ２７０－１３４７３）
　本件は、亡Ｄの相続人である原告Ａ、原告Ｂ及び亡Ｄから
不動産の譲渡を受けた原告Ｃ社が、その譲渡は低額譲渡で
あったとして、所得税、相続税、法人税等につきそれぞれ更正
処分等を受けた事案です。飯田税務署長は、不動産の価額
を４億０８４０万円と評価しています。東京地裁は、不動産の評
価単位を７区分した上で、評価通達を準用した方法により時
価を２億３４８９万円余と算定し、各税目について、次のように判
示しました。
　本件譲渡に係る売買代金１億２０００万円は、各不動産の
譲渡時点における評価額２億３４８９万円余の２分の１（１億１
７４４万円余）に満たない金額とはいえないから、本件譲渡に
所得税法５９条１項２号を適用することはできない。

　相続税法９条の関係においては、本件時価（公示価格水
準）の８０％程度あれば、「著しく低い価額の対価」とはいえない
と解されるが、本件譲渡の対価１億２０００万円は不動産評価
額の約５１．１％であるから、所得税法とは異なり、「著しく低い価
額の対価」で利益を受けさせたものに当たると解され、本件譲
渡によるＣ株式（原告Ｂ保有）の増加益は、原告Ｂが亡Ｄから贈
与により取得したものとみなして相続税の課税価格に加算され
ることとなる（相基通９－２）。
　本件譲渡は、原告Ｃ社が、時価に比して低い価額で各不動
産の譲渡を受けたものであるから、その差額を受贈益として原
告Ｃ社の益金に加算すべきである。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ２７０－１３４７３
         （税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.577 2022.06.23            
　所得の帰属～家族名義口座に振込送金された金
員の給与所得該当性～
（令０２－１１－０５　大阪高裁　棄却　確定　Ｚ２７０－１３４７７）
　医療法人社団Ａ（Ａ）の理事長である控訴人は、西宮税
務署長から所得税等について、Ａが控訴人の妻であった
者（乙）及び子ら（長男丙及び二男丁）に対して支払った金
員が控訴人への給与であると認定され更正処分等を受け
ました。本件は、控訴人がこの認定は誤りであるなどと主張
して各処分の取消しを求めた事案です。大阪高裁は、原審
判決を引用及び補正して次のとおり判示しました。
　妻乙及び長男丙はＡの理事の地位にあったものの、理事
としてあるいはＡの職員として対価を得るような職務を行っ
ていなかったこと、二男丁もＡに何ら役務提供を行っていな
いこと、乙らへの報酬は、理事長である控訴人が、その一存
で本件各金員の支払及びその額を決定し、控訴人が通帳

及び印鑑を管理する本件各口座（乙、丙、丁名義の各口
座）に入金していたことなどが認められる。
　本件各金員は、控訴人に対して支払われた給与であると
解するのが相当であって、本件給与所得は控訴人に帰属
するものというべきである。
　本件乙口座１及び２は、控訴人が管理する口座であった
ことからすると、たとえ、本件別府物件の取得のための借入
金の返済費用や乙名義の年金保険料が本件各口座から
の支出金から充てられていたとしても、Ａから本件乙口座１
及び２に振込送金された各金員が控訴人に帰属するという
判断が左右されるものではない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ２７０－１３４７７

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

今週の判決等(2022年4月～2022年6月収録）
ところ君

（所得税担当）
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日本法令が提供する書式集で、ビジネス文書 830、契約書式 250、内容証明

470、会社規程120、各種申請書670＋40（マイナンバー）が利用できます。
※利用に際しては、マイクロソフト社のWord、Excel などが必要になります。 

TAINSで使える便利な書式集

■労働基準監督署　・労働保険料徴収法等・労働基準法（監督等）・労働基準法（時間等）
・労働基準法（賃金等）・労働者災害保険法（業務災害等）・労働者災害保険法（通勤災害等）
・労働者災害保険法（遺族補償等）・労働安全衛生法等
■公共職業安定所　・労働保険料徴収法等・雇用保険法（適用等）・雇用保険法（給付等）
・雇用保険法（個人番号等）
■年金事務所　・健康保険法（適用等）・厚生年金保険法（共通の適用等）・厚生年金保険法（適用等）
■協会けんぽ　・健康保険法（給付等）
■税務署　・所得税法等・法人税法・消費税法・市区町村
■警察署　・道路交通法等
■国土交通省　・建設業に関するもの
■登記所（法務局）　・商業登記・不動産登記

・社内文書・社外文書
・税理士向け挨拶・通知文例
・メール文例
・英文メール文例

・社内書式
・従業員用書式
・支払調書該当者用書式
・委託先用書式

各種申請書
・届出書

ビジネス文書 マイナンバー
関連書式

・継続的売買取引・土地の賃貸借契約・建物の賃貸借契約・動産の賃貸借契約
・使用貸借契約・金銭貸借契約・抵当権、根抵当権・債権譲渡・仮登記担保設定契約
・動産譲渡担保契約・贈与契約・委任、委託契約・労働契約・請負契約・支配人選任契約
・経営委任契約・商取引開始から終了まで、その他・知的所有権契約・合併契約・株式譲渡契約
・営業譲渡契約・企業提携に関する契約・土地建物の売買契約、建物の売買契約
・近隣に関する契約・成年後見に関する契約・介護に関する契約

・土地の貸借・建物の賃貸
・不動産売買・金融取引
・その他の取引・会社の運営
・社会生活上のトラブル
・親族・相続

契約書

内容証明

・社員に関わる手続
・会社に関わる手続

事例別検索

・2017 年改正個人情報保護法の注意点
・最高裁判決からみるメンタルヘルス

ビジネスサポート
webセミナー

・経営・人事・総務関係規程
・業務・管理関係規程
・建設業の社内規程

◆労働条件通知書兼雇用契約書
◆配当金計算書
◆定時株主総会議事録　取締役会設置会社にお
　ける役員全員重任の場合（株式会社・役員変更）
◆秘密保持契約書
◆取締役会議事録
◆自動車賃貸借契約書
◆コンサルティング業務委託契約書
◆事業譲渡契約書（譲受側）
◆株式譲渡契約書（譲渡側）
◆出向協定書

　　　　　　　　　　　　　　　

・2時間で分かる決算書の見方
・2時間でできる人事考課評定者トレーニング
・問題社員を見抜く 採用・面接の選考テクニック
・これだけは知っておきたい改正高年齢者雇用安定法
・正高年齢者雇用 ...

会社規程

ビデオライブラリ

ダウンロードランキング

1位
2位
3位

4位　
5位
6位
7位 
8位
9位
10位

2022.6.30現在
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税法データベース収録情報一覧1

・裁決には、非公開裁決3,482件が含まれています。　　・情報公開法に基づき開示された情報数は9,447件です。　　　

2022.6.30現在

2022.6.30現在

2022.6.30現在

所 得 税 法 人 税 相 続 税 消 費 税 他 国 税 地 方 税 そ の 他 計

判 決

裁 決

通 達

相談事例

その他文書

行政文書

計

6,247

2,179

3,614

1,949

0

84

14,073

3,368

1,629

4,690

4,232

0

144

14,063

1,572

1.187

2,196

2,998

0

0

7,953

337

469

747

2,436

0

19

4,008

564

239

22

126

0

2

953

368

47

0

1

0

0

416

846

1

240

354

151

2,049

3,641

13,302

5,751

11,509

12,096

151

2,298

45,107

2 収録期間

重要判決

裁　　決

判決・裁決

判　　決

昭和４０年以前

令和3年12月24日まで

非公開裁決は令和4年3月31日まで

裁決事例集は昭和４５年から

最新判決は令和4年5月18日まで

税務訴訟資料は昭和４１年から
国　税

収　録　期　間

その他

判決・裁決は、原則として、税務訴訟資料及び裁決事例
集により編集しますが、それ以外は、判決書・裁決書・雑
誌・裁判所及び税務大学校のホームページによります。

■日税連税法データベース会員数一覧

お詫びと訂正会 別

東 京
東 京 地 方
千 葉 県
関 東 信 越
近 畿
北 海 道
東 北
名 古 屋
東 海
北 陸
中 国
四 国
九 州 北 部
南 九 州
沖 縄
小 計
そ の 他
合 計

2,343 
691 
251 
566 

1,223 
203 
339 
482 
336 
164 
326 
179 
304 
237 
76 

7,720 
250 

8,054  

　　　34 
8 
2 
7 
5 
2 
2 
6 
7 
1 
2 
2 
4 
2 
0 
84

個人会員 法人会員

■発行日／2022年7月15日（VOL.28 通巻第231号）
■発行所／一般社団法人日税連税法データベース
■編集・発行人／清田　明弘　
■住　所／〒141-0032東京都品川区大崎1-11-8
　　　　　日本税理士会館3F
　　　　　TEL.03-5496-1195　FAX.03-5496-1298
■Mail：info@tains.or.jp
■HP：https：//www.tains.org

研修会のお知らせ

TAINS 2022年夏号

九州北部税理士会
日　時：令和4年 10月14日(金 )　13：00～17：00
会　場：九州北部税理士会館（博多）
講　師：若林俊之　草間典子
テーマ：借地権の関係

中国税理士会
　　　　▶全国統一研修会共催
日　時：令和4年 8月17日(水 )～令和 4年 8月25日(木 )
会　場：広島市ほか
講　師：青木　丈
テーマ：税務調査における適正手続ー事前通知から終了手続・
　　　　附帯税・処分後の不服申立手続まで－」

　TAINS だより 2022 新年号において、20P の日税
連税法データベース会員数一覧の会員数に誤りがご
ざいました。お詫びして訂正いたします。 
　現在は正しい内容に修正しております。TAINS
ログイン後の画面右下のメニュー「TAINS だより」
から「TAINSだより2022新年号」をご参照ください。







〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-8　日本税理士会館3F

https://www.tains.org
Mail: info@tains.or.jp

税理士新規登録者に対する６か月間の無料制度がスタートしました。詳しくはホームページをご覧ください。
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